
325

江
戸
の
墓
誌
の
変
遷

C
hanges in the E

pitaphs of E
do

谷
川
章
雄

　
江
戸
の
墓
誌
は
、
一
七
世
紀
代
の
火
葬
墓
で
あ
る
在
銘
蔵
骨
器
を
中
心
に
し
た
様
相
か
ら
、
遅
く

と
も
一
八
世
紀
前
葉
以
降
の
土
葬
墓
に
と
も
な
う
墓
誌
を
主
体
と
す
る
様
相
に
変
化
し
た
。こ
れ
は
、

一
七
世
紀
後
葉
と
一
八
世
紀
前
葉
と
い
う
江
戸
の
墓
制
の
変
遷
上
の
画
期
と
対
応
し
て
い
た
。
こ
う

し
た
墓
誌
の
変
遷
に
は
、
仏
教
か
ら
儒
教
へ
と
い
う
宗
教
的
、
思
想
的
な
背
景
の
変
化
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
将
軍
墓
の
墓
誌
は
、
少
な
く
と
も
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
没
し
た
四
代
家
綱
に
遡
る
可
能
性

が
あ
る
。
将
軍
家
墓
所
で
は
、
将
軍
、
正
室
と
一
部
の
男
子
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的

に
は
石
室
の
蓋
石
に
墓
誌
銘
を
刻
ん
だ
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
将
軍
家
墓
誌
は
、
一
八
世
紀
前

葉
か
ら
中
葉
に
か
け
て
定
式
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
名
家
の
墓
誌
は
、
長
岡
藩
主
牧
野
家
墓
所

で
は
一
八
世
紀
中
葉
に
出
現
し
、
そ
の
他
の
事
例
も
一
八
世
紀
前
葉
以
降
の
よ
う
で
あ
る
。
石
室
蓋

石
の
墓
誌
の
変
遷
は
、
一
八
世
紀
後
葉
に
な
る
と
細
長
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
一
九
世
紀
に
入
る

と
、
墓
誌
銘
の
内
容
が
詳
し
い
も
の
が
増
加
す
る
。

　
林
氏
墓
地
な
ど
の
儒
者
の
墓
誌
は
詳
細
な
も
の
が
多
く
、
誌
石
の
上
に
蓋
石
を
被
せ
た
形
態
の
も

の
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
林
氏
墓
地
で
は
、
墓
誌
の
形
態
、
銘
文
の
内
容
や
表
現
は
一
八
世
紀

後
葉
に
定
式
化
し
、
一
九
世
紀
に
入
る
頃
に
変
化
す
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
林
氏
墓
地
の
墓
誌
は
、
享

保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
没
の
林
宗
家
三
世
鳳
岡
（
信
篤
）
の
も
の
が
最
も
古
い
が
、
儒
者
の
墓
誌

は
さ
ら
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
。

　
旗
本
な
ど
の
幕
臣
や
藩
士
な
ど
の
土
葬
墓
に
と
も
な
う
墓
誌
は
、
一
八
世
紀
後
葉
以
降
一
九
世
紀

に
入
る
と
増
加
す
る
が
、
こ
れ
は
墓
誌
が
身
分
・
階
層
間
を
下
降
し
て
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示

す
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
幕
臣
や
藩
士
な
ど
の
墓
に
あ
る
没
年
月
日
と
姓
名
な
ど
を
記
し
た
簡
素

な
墓
誌
は
、
被
葬
者
個
人
に
関
わ
る
「
人
格
」
を
示
す
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
江
戸
の
墓
誌
の
普
及
の
背
景
に
は
、個
人
意
識
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
江
戸
の
墓
誌
に
表
徴
さ
れ
た
個
人
意
識
は
、
武
家
や
儒
者
な
ど
身
分
・
階
層
を
限
定
し
て

共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
江
戸
、
墓
誌
、
蔵
骨
器
、
儒
教
、
仏
教
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❶
近
世
の
墓
誌
の
研
究

　
近
世
の
墓
に
は
、
被
葬
者
個
人
の
「
身
体
と
人
格
」
を
示
す
も
の
が
い
く
つ
も
存

在
す
る
。
そ
の
最
も
直
接
的
な
も
の
が
被
葬
者
の
遺
骨
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
分
骨
や
改
葬
と
い
う
行
為
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
被
葬
者
の
胞
衣
や
臍
の

緒
、
産
毛
、
知
歯
な
ど
も
墓
地
や
埋
葬
施
設
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら

は
被
葬
者
の
分
身
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
副
葬
品
の
な
か
の
個

人
の
持
ち
物
も
被
葬
者
の
「
人
格
」
を
示
す
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

近
世
の
墓
に
は
、
墓
誌
や
墓
碑
が
と
も
な
う
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
も
被
葬
者
個
人
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
近
世
墓
の
被
葬
者
個
人
の
「
身
体
と
人
格
」
を
示
す
も
の

の
な
か
で
、
近
世
都
市
江
戸
の
墓
の
墓
誌
を
と
り
上
げ
、
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
。

　
従
来
の
日
本
の
墓
誌
の
研
究
は
古
代
が
中
心
で
あ
り
、
近
世
の
墓
誌
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

　
そ
の
な
か
で
、一
九
八
六
年
に
大
脇
潔
が『
日
本
歴
史
考
古
学
を
学
ぶ
』の「
墓
誌
」

の
項
に
お
い
て
、
近
世
の
墓
誌
を
初
め
て
体
系
的
に
と
り
上
げ
、
そ
の
全
体
像
を
明

ら
か
に
し
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。
大
脇
は
「
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
徳
川
将
軍
家
を

は
じ
め
と
す
る
武
家
、
お
よ
び
公
家
や
豪
商
な
ど
の
階
層
に
墓
誌
が
（
古
代
、
中
世

に
続
い
て
＝
引
用
者
）
三
た
び
登
場
す
る
。
そ
し
て
江
戸
・
大
坂
を
中
心
に
か
な
り

普
及
し
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
〔
大
脇
一
九
八
六
：
一
八
〇
〕、徳
川
将
軍
家
や
旗
本
、

豪
商
の
墓
誌
の
事
例
を
分
析
し
た
。

　
近
年
で
は
、
石
田
肇
が
近
世
の
墓
誌
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
石
田
は

「
江
戸
時
代
の
墓
誌
」〔
石
田
二
〇
〇
七
〕
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
の
墓
誌
を
Ａ
徳
川

家
関
係
、
Ｂ
水
戸
関
係
、
Ｃ
大
名
関
係
、
Ｄ
武
家
関
係
、
Ｅ
儒
家
・
医
家
・
文
人
関
係
、

Ｆ
文
集
所
収
の
も
の
、
Ｇ
そ
の
他
に
分
類
し
、
墓
誌
の
材
質
や
形
態
に
類
型
が
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
墓
誌
の
日
本
的
受
容
の
問
題
と
と
も
に
、
漢
字

文
化
圏
の
墓
誌
全
体
と
関
連
づ
け
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
墓
誌
研
究
の
課
題

を
指
摘
し
た
。
こ
の
石
田
の
論
考
に
よ
っ
て
、
近
世
墓
誌
の
研
究
は
大
き
な
一
歩
を

踏
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
石
田
は
「
近
世
大
名
墓
の
墓
誌
」〔
石
田
二
〇
〇
九
〕
に
お
い
て
も
、
ほ

ぼ
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
一
方
、
石
村
喜
英
は
墓
誌
と
墓
碑
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
九
七
五
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
新
版
仏
教
考
古
学
講
座
』
の
な
か
で
、「
近
世
に
な
る
と
墓
碑
の
造
立
は
や
や

復
活
の
方
向
を
た
ど
り
、
こ
と
に
儒
者
、
文
人
、
芸
道
等
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
間

で
好
ん
で
造
立
さ
れ
る
風
潮
を
生
ん
だ
。
た
だ
、
近
世
の
場
合
は
墓
碑
も
墓
誌
も
、

ほ
と
ん
ど
区
別
で
き
な
い
兼
用
の
形
式
の
も
の
が
多
」
い
と
指
摘
し
て
い
る
〔
石
村

一
九
七
五
：
二
四
八
〕。
こ
う
し
た
墓
誌
と
墓
碑
の
関
係
に
つ
い
て
も
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
従
来
近
世
の
墓
誌
に
つ
い
て
の
研
究
は
少
な
か
っ
た
が
、
大
脇
潔

の
研
究
に
始
ま
り
、
近
年
石
田
肇
の
論
考
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
研
究
は
よ
う
や
く
緒

に
つ
い
た
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
近
世
考
古
学
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
近
世
墓
の
考

古
学
的
知
見
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
お
り
、
墓
誌
の
事
例
も
少
し
ず
つ
増
加
し
て
き
て

い
る
。

　
筆
者
は
、
近
世
都
市
江
戸
の
墓
制
・
葬
制
の
変
遷
に
関
心
を
も
っ
て
お
り
〔
谷
川

二
〇
〇
四
な
ど
〕、
こ
れ
ま
で
、
埋
葬
施
設
の
構
造
と
身
分
・
階
層
の
関
係
を
知
る
た

め
に
墓
誌
を
用
い
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、墓
誌
自
体
を
検
討
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
大
脇
や
石
田
な
ど
の
研
究
を
踏
ま
え
、
江
戸
の
墓
制
・
葬

制
に
お
い
て
、
被
葬
者
個
人
の
「
身
体
と
人
格
」
を
示
す
も
の
と
し
て
の
墓
誌
の
位

置
づ
け
を
主
に
考
古
資
料
を
用
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

❷
江
戸
の
墓
誌
の
分
類
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Ｅ
類

　
蔵
骨
器
に
銘
文
を
記
し
た
も
の
（
図
3

－

7
～
9
）

Ｆ
類

　
そ
の
他
（
図
3

－

10
）

事
例
が
一
例
の
み
の
も
の
は
、
現
段
階
で
は
「
そ
の
他
」
と
し
た
。

　
上
述
の
分
類
案
は
、
石
田
の
見
解
を
基
本
的
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
被

葬
者
の
身
分
・
階
層
お
よ
び
変
遷
に
着
目
し
な
が
ら
、
江
戸
の
墓
誌
の
具
体
的
な
様

相
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

❸
増
上
寺
徳
川
将
軍
家
墓
所
の
墓
誌

（
1
）
一
八
世
紀
前
葉
・
中
葉
の
墓
誌

　
東
京
都
港
区
増
上
寺
の
徳
川
将
軍
家
墓
所
で
は
、
将
軍
墓
、
正
室
・
生
母
・
側
室

や
子
女
の
墓
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
多
く
の
墓
誌
が
検
出
さ
れ
た
〔
鈴
木
・
矢
島
・
山

辺
一
九
六
七
、
鈴
木
一
九
八
五
〕。

　
発
掘
さ
れ
た
将
軍
の
墓
で
は
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
没
し
た
二
代
将
軍
秀

忠
の
墓
に
は
墓
誌
は
な
く
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
没
の
六
代
家
宣
の
墓
が
最
も

古
い
。
し
か
し
、
将
軍
家
墓
所
全
体
で
見
る
と
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
没
し
、

宝
永
元
年（
一
七
〇
四
）に
伝
通
院
か
ら
改
葬
さ
れ
た
綱
重（
三
代
将
軍
家
光
の
次
男
）

の
墓
誌
が
最
古
の
も
の
に
な
る
。
綱
重
の
墓
は
家
宣
が
父
を
尊
ん
で
増
上
寺
に
改
葬

し
、
改
葬
さ
れ
た
墓
は
地
上
に
石
室
を
組
ん
で
こ
れ
に
棺
を
納
め
、
上
に
盛
土
を
し

て
円
墳
に
し
た
も
の
で
、墓
誌
銘
は
石
室
の
二
枚
の
蓋
石
の
下
面
に
刻
ま
れ
て
い
た
。

銘
文
は
、
生
年
月
日
、
追
贈
官
位
、
院
号
、
薨
年
月
日
を
記
し
た
、
三
行
四
一
字
の

比
較
的
簡
素
な
も
の
で
あ
る
（
資
料
1

－

1
）。
綱
重
の
墓
誌
の
作
成
時
期
を
没
年

と
す
る
か
改
葬
時
と
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
墓
誌
の
存
在
か
ら
、
将
軍
墓

の
墓
誌
は
六
代
家
宣
よ
り
も
遡
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
う
し
た
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
新
井
白
石
の
『
折
た
く
柴
の
記
』
に

は
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
五
代
綱
吉
の
葬
送
に
際
し
て
の
次
の
よ
う
な
記
述

　
近
世
の
墓
誌
の
材
質
や
形
態
が
一
様
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
大
脇
潔
が
指
摘
し

て
い
る
。
大
脇
は
「
近
世
墓
誌
の
主
流
を
占
め
る
の
は
、
木
棺
を
納
め
る
石
室
の
蓋

石
下
面
に
銘
文
を
刻
む
も
の
で
あ
る
」
と
し
〔
大
脇
一
九
八
六
：
一
八
二
〕、
そ
の
他

に
も
銅
製
や
石
製
、
蔵
骨
器
の
蓋
な
ど
の
事
例
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
石
田
肇
は
、

近
世
の
墓
誌
に
は
様
々
な
類
型
（
石
室
蓋
石
、
銅
板
、
石
製
、
短
冊
型
銅
板
、
凸
・

凹
状
の
石
製
対
の
も
の
、
甕
棺
蓋
石
、
甕
棺
木
製
蓋
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
お

そ
ら
く
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
墓
誌
の
在
り
方
の
類
型
の
大
半
を
示
し
た
と
思
わ
れ

る
と
述
べ
て
い
る
〔
石
田
二
〇
〇
七
：
四
三
〕。

　
こ
う
し
た
大
脇
、
石
田
の
指
摘
を
受
け
て
、
以
下
の
よ
う
な
筆
者
な
り
の
近
世
都

市
江
戸
の
墓
誌
の
分
類
案
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
分
類
は
、
身
分
・
階
層
の

表
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
江
戸
の
墓
の
埋
葬
施
設
の
構
造
と
の
関
係
を
念
頭
に

お
い
た
も
の
で
あ
る
〔
谷
川
二
〇
〇
四
な
ど
〕。

Ａ
類

　
石
室
の
蓋
石
に
銘
文
を
記
し
た
も
の
（
図
1

－

1
～
4
）

将
軍
家
、御
三
卿
の
石
槨
石
室
墓
や
大
名
家
の
石
室
墓
の
墓
誌
に
認
め
ら
れ
る
。

Ｂ
類

　
棺
の
蓋
に
銘
文
を
記
し
た
も
の

将
軍
家
に
は
銅
棺
の
蓋
に
銘
文
を
記
し
た
事
例
（
六
代
家
宣
）
が
あ
る
。
ま
た
、

旗
本
や
藩
士
な
ど
の
墓
で
あ
る
甕
棺
の
蓋
石
（
図
1

－

5
～
10
、
図
2

－

1
）

や
木
蓋
に
銘
文
を
記
し
た
も
の
（
図
2

－

3
～
5
）
が
多
い
。
方
形
木
棺
の
蓋

石
に
銘
文
を
記
し
た
も
の
も
あ
る
（
図
2

－

2
）。

Ｃ
類

　
板
状
の
も
の

銅
製
、
石
製
、
木
製
の
も
の
が
あ
る
。
大
名
墓
に
は
銅
板
（
図
3

－

1
～
3
）

や
石
製
板
状
の
墓
誌
が
あ
り
、
旗
本
・
藩
士
の
墓
な
ど
で
は
、
石
製
（
図
2

－
6
・
7
）
や
木
製
の
板
状
墓
誌
が
あ
る
（
図
3

－

4
・
5
）。

Ｄ
類

　
誌
石
の
上
に
蓋
石
を
被
せ
た
も
の

四
周
に
額
縁
状
の
枠
を
つ
く
っ
た
誌
石
に
銘
文
を
記
し
、
同
じ
大
き
さ
の
蓋
石

を
被
せ
た
も
の
で
あ
る
。
将
軍
家
の
静
寛
院
墓
誌
や
大
名
墓
、
儒
者
の
墓
に
認

め
ら
れ
る
。
誌
石
が
凸
形
、蓋
石
が
凹
形
を
呈
す
る
も
の
が
多
い（
図
3

－

6
）。
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図1　江戸の墓誌の分類（1）
（1～3，5～10：1/20，4：1/15）
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図2　江戸の墓誌の分類（2）
（1：1/20，2：1/15，3～6：1/10，7：1/4）
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図3　江戸の墓誌の分類（3）
（1～4：1/8，5：1/5，6～9：1/10，10：1/20）
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が
あ
る
〔
新
井
、
松
村
一
九
九
九
：
一
三
五

－

一
三
六
〕。

此
日
に
、
御
石
槨
銘
の
事
を
も
大
学
頭
信
篤
に
仰
下
さ
れ
し
由
を
承
れ
り
。
此

事
は
過
に
し
十
八
日
に
め
さ
れ
し
か
ば
、
参
し
に
、「
御
石
槨
銘
の
式
、
い
か
ゞ

有
べ
き
に
や
」
と
仰
下
さ
れ
し
に
よ
り
て
、倭
漢
共
に
其
式
あ
る
事
共
を
申
す
。

「
撰
び
進
す
べ
し
」
と
あ
り
し
ほ
ど
に
、
十
九
日
に
草
を
ま
ゐ
ら
せ
、
別
に
倭

漢
の
旧
式
を
も
注
し
ま
ゐ
ら
す
。今
日
承
る
に
、は
じ
め
信
篤
申
せ
し
は
、「
代
々

御
石
槨
銘
、
某
が
家
に
て
題
し
来
れ
る
に
よ
り
て
、
延
宝
の
御
事
の
時
も
、
某

銘
し
候
」
と
申
す
。
其
草
を
め
さ
れ
し
に
、
御
位
署
を
し
る
せ
し
所
も
、
こ
と

ご
と
く
式
に
か
な
は
ず
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
新
井
白
石
と
大
学
頭
林
信
篤
が
五
代
綱
吉
の
墓
誌
銘
の

草
稿
を
六
代
家
宣
に
進
上
し
、
そ
の
折
に
信
篤
は
将
軍
家
代
々
の
墓
誌
銘
は
林
家
で

作
成
し
て
き
た
の
で
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
没
し
た
四
代
家
綱
の
と
き
に
も

自
分
が
つ
く
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
将
軍
家
の
墓
誌
は
少
な
く
と
も
四
代
家
綱
ま
で
遡
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、『
折
た
く
柴
の
記
』
に
は
、
五
代
綱
吉
の
墓
誌
銘
は
輪
王

寺
宮
公
弁
法
親
王
の
判
断
で
白
石
の
草
稿
が
採
用
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
六
代
将
軍
家
宣
の
墓
誌
銘
は
、
銅
棺
の
蓋
の
下
面
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
同
様
の

形
態
の
墓
誌
は
将
軍
家
墓
所
の
他
の
墓
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
銘
文
は
、
官

位
、
姓
名
、
生
年
月
日
、
在
位
年
数
、
薨
年
月
日
、
年
齢
、
追
贈
官
位
、
諡
号
、
葬

地
、
撰
文
者
を
記
し
た
も
の
で
、
五
行
一
〇
二
字
と
綱
重
墓
誌
よ
り
も
詳
し
い
内
容

に
な
っ
て
い
る
（
資
料
1

－

2
）。
同
じ
よ
う
な
墓
誌
銘
の
内
容
は
七
代
家
継
〔
正

徳
六
年
（
一
七
一
六
）
没
〕、
九
代
家
重
〔
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
没
〕
の
墓

に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
前
葉
か
ら
中
葉
に
か

け
て
定
式
化
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
七
代
家
継
、
九
代
家

重
の
墓
誌
銘
は
い
ず
れ
も
石
室
の
二
枚
の
蓋
石
の
下
面
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
墓
誌
の

形
態
は
綱
重
墓
誌
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
。
蓋
石
を
二
枚
並
べ
た
法
量
は
、
九

代
家
重
の
も
の
は
二
八
五
㎝
四
方
と
大
き
い
が
、
綱
重
や
七
代
家
継
の
も
の
は
約

二
〇
〇
㎝
四
方
で
あ
っ
た
。

　
将
軍
家
墓
所
で
は
、
将
軍
以
外
に
正
室
と
一
部
の
男
子
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
時
期
に
は
元
文
六
年
（
一
七
四
一
）
に
没
し
た
六
代
家
宣
正
室
の
天
英

院
の
墓
誌
が
あ
る
。
こ
れ
は
石
室
の
蓋
石
六
枚
の
う
ち
の
四
枚
の
下
面
に
墓
誌
銘
を

刻
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
蓋
石
の
形
態
は
将
軍
墓
と
は
違
っ
て
細
長
い
も
の
（
長
さ

一
八
〇
㎝
、幅
三
六
㎝
、厚
さ
二
四
㎝
）を
使
用
し
て
い
る
。
銘
文
は
六
行
八
二
字
で
、

院
殿
号
、
位
階
、
姓
名
、
出
自
、
続
柄
、
生
年
月
日
、
出
生
地
、
薨
年
月
日
、
葬
地

を
記
し
て
お
り
（
資
料
1

－

3
）、
墓
誌
銘
の
内
容
は
、
基
本
的
に
は
将
軍
の
も
の

に
準
じ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
一
八
世
紀
前
葉
か
ら
中
葉
の
綱
重
墓
誌
の
「
綱
重
公
棺
」、
六
代
家
宣
、

七
代
家
継
、
九
代
家
重
、
六
代
家
宣
正
室
天
英
院
の
墓
誌
の
「
某
之
墓
」
と
題
す
る

表
現
は
、
大
脇
潔
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
墓
碑
的
で
あ
る
〔
大
脇
一
九
八
六
〕。

（
2
）
一
九
世
紀
前
葉
の
墓
誌

　
増
上
寺
将
軍
家
墓
所
に
お
け
る
一
九
世
紀
前
葉
の
墓
誌
は
、
一
二
代
将
軍
家
慶
の

長
男
で
あ
る
玉
樹
院
〔
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
没
〕
と
次
男
の
璿
玉
院
〔
文
政

二
〇
年
（
一
八
二
〇
）
没
〕
の
墓
に
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
生
後
一
年
未
満
で
没

し
て
い
る
。
墓
誌
は
両
方
と
も
石
室
の
二
枚
の
蓋
石
の
下
面
に
刻
む
も
の
で
あ
り
、

一
八
世
紀
の
墓
誌
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
玉
樹
院
の
蓋
石

を
二
枚
並
べ
た
法
量
は
、一
八
二
㎝
四
方
と
や
や
小
型
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ど
ち
ら
の
銘
文
も
一
二
行
で
、
院
号
、
幼
名
、
出
自
、
生
年
月
日
、
出
生
地
、
没

年
月
日
、
葬
地
、
諡
号
、
撰
文
者
を
記
し
て
お
り
、「
某
之
塋
」
と
題
す
る
墓
碑
的

な
表
現
が
見
ら
れ
る
（
資
料
1

－

4
・
5
）。
こ
う
し
た
内
容
や
表
現
は
後
述
す
る

一
九
世
紀
中
葉
の
墓
誌
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
将

軍
家
の
墓
誌
は
将
軍
や
正
室
の
事
例
が
不
明
で
あ
る
が
、
発
掘
さ
れ
た
男
子
の
事
例

を
見
る
限
り
、
過
渡
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
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【
資
料
1

　港
区
増
上
寺
徳
川
将
軍
家
墓
所
の
墓
誌
銘
】

1
．
徳
川
綱
重

　
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
没

正
保
元
年
甲
申
五
月
二
十
四
日
誕
生

贈
中
納
言
清
揚
院
正
三
位
綱
重
公
棺

延
宝
六
年
戌

（
マ
マ
）午

九
月
十
四
日
逝
去

2
．
六
代
将
軍
徳
川
家
宣

　
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
没

征
夷
大
将
軍
内
大
臣
正
二
位
兼
行
右
近
衛
大
将
源
朝
臣
家
宣
公
之
墓

　
寛
文
二
年
壬
寅
四
月
二
十
五
日
誕
生
在
位
凡
四
年

　
正
徳
二
年
壬
辰
十
月
十
四
日
薨

　
壽
五
十
一
十
月
二
十
六
日

勅
贈
太
政
大
臣
正
一
位
賜
號
文
昭
院
葬
于
三
縁
山
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
五
位
下
大
學
頭
藤
原
朝
臣
信
篤
拝
書

3
．
天
英
院
凞
子
〔
六
代
将
軍
家
宣
正
室
〕　
元
文
六
年
（
一
七
四
一
）
没

天
英
院
殿
従
一
位
藤
原
朝
臣
凞
子
之
墓

前
関
白
大

（
マ
マ
）政

大
臣
従
一
位
基
凞
公
女

征
夷
大
将
軍
贈
太
政
大
臣
正
一
位
源
朝
臣
家
宣
公
室

寛
文
八
年
戊
申
六
月
八
日
生
于
京
師

元
文
六
年
辛
酉
二
月
二
十
八
日
薨
葬
于

三
縁
山
上

4
．
玉
樹
院
竹
千
代
〔
十
二
代
将
軍
家
慶
長
男
〕　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
没

大
孫
玉
樹
院
竹
千
代
君
之
塋

大
孫
玉
樹
院
竹
千
代
君

今
儲
君
之
第
二
子
而

大
君
之
嫡
孫
也
母

正
夫
人
楽
宮
文
化
十
年
癸
酉
十
月

　
晦
癸
亥
生
于
江
戸
西
城
越

　
明
年
甲
戌
八
月
二
十
六
日
甲
申

　
以
病
薨
葬
于
城
南
三
縁
山
謚
號

　
曰

玉
樹
院

文
化
十
二
乙
亥
春
二
月

　
　
従
五
位
下
大
學
頭
臣
林
衡
再
拝
謹
誌

5
．
璿
玉
院
嘉
千
代
〔
十
二
代
将
軍
家
慶
次
男
〕　
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
没

大
孫
璿
玉
院
嘉
千
代
君
之
塋

大
孫
璿
玉
院
嘉
千
代
君

今
儲
君
之
第
二
子
而

大
君
之
庶
孫
也
生
母
侍
姫
押
田
氏

正
夫
人
楽
宮
養
以
為
子
文
政
二
年
巳

（
マ
マ
）卯

七

　
月
二
十
三
日
癸
未
生
于
江
戸
西
城
十
月

　
朔
日
庚
寅
立
為

大
孫
越
明
年
庚
辰
三
月
十
九
日
乙
亥
以
病

　
薨
葬
于
城
南
三
縁
山
謚
曰

璿
玉
院

　
文
政
三
年
庚
辰
夏
六
月

　
　
　
従
五
位
下
大
學
頭
臣
林
衡
再
拝
謹
誌

6
．
廣
大
院
寔
子
〔
十
一
代
将
軍
家
斉
正
室
〕　
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
没

従
一
位
廣
大
院
寔
子
君
之
塋

君
諱
寔
子
故
薩
摩
守
松
平
重
豪
長
女
安
永
二
年
癸
巳

　
六
月
十
八
日
生
五
年
丙
申
七
月

先
大
君
在
一
橋
藩
時
嫁
娶
約
定
天
明
元
年
辛
丑
閏
五

　
月
移
一
橋
邸
及

先
大
君
入
為

儲
君
同
移
西
城
七
年
丁
未
十
一
月
近
衛
前
右
大
臣
経

照
公
養
以
為
女
寛
政
元
年
己
酉
二
月

　
大
婚
禮
成

稱
御
臺
五
年
癸
丑
八
月
養

今
大
君
為
子
八
年
丙
辰
三
月
舉
男
先
逝
九
年
丁
巳
三

月
叙
従
三
位
文
政
五
年
壬
午
三
月
叙
従
二
位
天
保
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八
年
丁
酉
四
月

先
大
君
譲
職
時
稱

大
御
臺
十
二
年
辛
丑
閏
正
月

先
大
君
薨
後
稱

廣
大
院
明
年
壬
寅
二
月
叙
従
一
位
十
五
年
甲
辰
十
一

月
十
日
薨
歳
七
十
二
葬
三
縁
山
中

天
保
十
五
年
甲
辰
冬
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
学
頭
臣
林
皝
再
拝
謹
書

7
．
天
親
院
任
子
〔
十
三
代
将
軍
家
定
正
室
〕　
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
没

正
妃
天
親
院
任
子
君
之
塋

正
妃
諱
任
子
鷹
司
前
関
白
淮
三
宮
政
熙

　
第
十
八
女
文
政
六
年
癸
未
九
月
五
日

　
生
於
京
称
有
君
十
一
年
戌

（
マ
マ
）子

十
一
月

　
鷹
司
関
白
政
通
養
為
女
天
保
二
年
辛

　
卯
九
月
入
江
戸
十
二
年
辛
丑
五
月
許

　
嫁

今
儲
君
十
一
月

　
大
婚
礼
成
嘉
永
元
年

　
戊
申
六
月
十
日
薨
歳
二
十
六
葬
三
縁

　
山
中
法
薨
曰

天
親
院
七
月

勅
贈
従
二
位

　
　
　
　
嘉
永
元
年
戊
申
秋
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
従
五
位
下
大
學
頭
臣
林
健
再
拝
謹
誌

8
．
十
二
代
将
軍
徳
川
家
慶

　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
没

故
征
夷
大
将
軍
従
一
位
右
大
臣
源
朝
臣
家
慶
公

　
之
塋

公
為

文
恭
大
君
第
二
子
寛
政
五
年
癸
丑
五
月
十
五
日
生

　
九
年
丁
巳
三
月
叙
任
従
二
位
大
納
言
文
化
十
三

　
年
丙
子
四
月
兼
任
右
大
将
文
政
五
年
壬
午
三
月

　
轉
任
正
二
位
内
大
臣
十
年
丁
亥
三
月
叙
従
一
位

　
天
保
八
年
丁
酉
四
月
𣴎𣴎
職
九
月
征
夷
大
将
軍

宣
下
直
任
右
大
臣
嘉
永
六
年
癸
丑
七
月
二
十
二
日

　
薨
寿
六
十
一
年
八
月

勅
贈
太
政
大
臣
正
一
位
賜
謚
曰

慎
徳
院
葬
三
縁
山

　
嘉
永
六
年
癸
丑
秋
八
月

　
　
　
　
　
従
五
位
下
大
學
頭
臣
林
健
再
拝
謹
誌

9
．
静
寛
院
宮
親
子
内
親
王
〔
十
四
代
将
軍
家
茂
正
室
〕　
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
没

二
品
内
親
王
諱
親
子
幼
稱
和
宮

仁
孝
天
皇
第
八
皇
女
生
母
正
五
位
下
守
典
侍
橋
本
経
子
弘
化
三
年
丙
午
閏
五
月
十
日

降
誕
于
外
祖
橋
本
實
久
第
文
久
元
年
四
月
宣
為
内
親
王
賜
名
先
是
征
夷
大
将
軍
徳
川

家
茂
請
尚
許
之
十
一
月
釐
降
于
江
戸
明
年
二
月
十
一
日
行
合
卺
之
礼
慶
應
二
年
十
二

月家
茂
薨
薙
髪
號
静
寛
院
宮
明
治
六
年
二
月
叙
二
品
十
年
八
月
患
水
腫
養
病
于
相
模

塔
澤
不
癒
九
月
二
日
遂
薨
于
客
館
壽
三
十
一
年
三
月
六
日
護
柩
還
東
京
十
三
日
葬
于

増
上
寺
故
将
軍
之
兆
域
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（
3
）
一
九
世
紀
中
葉
の
墓
誌

　
一
九
世
紀
中
葉
の
将
軍
家
墓
所
の
墓
誌
は
、
す
で
に
大
脇
潔
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
〔
大
脇
一
九
八
六
〕、
形
態
が
大
き
く
変
化
す
る
。
一
二
代
将
軍
家
慶
〔
嘉
永
六

年
（
一
八
五
三
）
没
〕
と
一
四
代
将
軍
家
茂
〔
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
没
〕
の
墓

誌
は
、
い
ず
れ
も
石
室
の
蓋
石
七
枚
の
う
ち
の
両
端
二
枚
を
除
い
た
五
枚
の
下
面
に

墓
誌
銘
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
蓋
石
は
、
長
さ
二
〇
〇
㎝
以
上
、
幅
四
〇
㎝
前
後
、

厚
さ
約
三
〇
㎝
の
細
長
い
も
の
で
あ
っ
た
。
銘
文
は
、
官
位
、
姓
名
、
出
自
、
生
年

月
日
、
叙
任
な
ど
の
経
歴
、
薨
年
月
日
、
年
齢
、
追
贈
官
位
、
諡
号
、
葬
地
、
銘

文
作
成
年
月
、
撰
文
者
を
記
し
（
資
料
1

－

8
）、
一
二
代
家
慶
の
も
の
は
一
四
行

一
八
〇
字
、
一
四
代
家
茂
の
も
の
は
一
六
行
二
〇
二
字
の
詳
細
な
内
容
に
な
っ
て
い

る
。

　
ま
た
、
一
九
世
紀
中
葉
に
は
一
一
代
家
斉
正
室
の
廣
大
院
〔
天
保
一
五
年

（
一
八
四
四
）
没
〕
と
一
三
代
家
定
正
室
の
天
親
院
〔
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
没
〕

の
墓
誌
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
将
軍
墓
と
同
様
、
石
室
の
蓋
石
七
枚
の
う
ち

の
両
端
二
枚
を
除
い
た
五
枚
の
下
面
に
墓
誌
銘
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
廣
大
院
の

蓋
石
は
、
長
さ
三
〇
〇
㎝
、
幅
四
〇
㎝
前
後
の
細
長
い
も
の
で
あ
っ
た
。
廣
大
院
の

銘
文
は
二
〇
行
二
四
五
字
の
詳
し
い
内
容
で
、
位
階
、
院
号
、
名
前
、
出
自
、
生

年
月
日
、
養
女
・
婚
姻
・
出
産
・
叙
位
な
ど
の
経
歴
、
薨
年
月
日
、
年
齢
、
葬
地
、

銘
文
作
成
年
月
、
撰
文
者
が
記
さ
れ
て
い
る
（
資
料
1

－

6
）。
天
親
院
の
銘
文
も

一
四
行
一
四
六
字
で
、
院
号
、
名
前
、
出
自
、
生
年
月
日
、
出
生
地
、
養
女
・
婚
姻

の
経
歴
、
薨
年
月
日
、
年
齢
、
葬
地
、
院
号
、
追
贈
位
階
、
銘
文
作
成
年
月
、
撰
文

者
を
記
し
て
い
る
（
資
料
1

－

7
）。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
正
室
の
墓
誌
は
、

基
本
的
に
は
将
軍
の
も
の
に
準
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
）
静
寛
院
の
墓
誌

　
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
に
没
し
た
一
四
代
将
軍
家
茂
正
室
の
静
寛
院
（
皇
女

和
宮
）
の
墓
に
も
墓
誌
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
石
室
上
に
置
い
た
も
の
で
、
四
周
に
額

縁
状
の
枠
を
つ
く
っ
た
長
方
形
の
誌
石
（
長
さ
二
〇
九
・
一
㎝
、
幅
六
三
・
六
㎝
）
の

上
面
に
墓
誌
銘
を
刻
み
、
同
じ
大
き
さ
の
蓋
石
を
被
せ
た
も
の
で
あ
る
。
銘
文
は
七

行
四
一
七
字
と
詳
し
く
、
位
階
、
名
前
、
出
自
、
生
年
月
日
、
内
親
王
宣
下
・
婚
姻
・

剃
髪
・
叙
位
な
ど
の
経
歴
、
薨
年
月
日
、
薨
地
、
年
齢
、
葬
地
な
ど
を
記
し
て
い
る

（
資
料
1

－

9
）。
誌
石
を
上
向
き
に
置
い
て
蓋
石
を
被
せ
、
出
自
以
下
を
改
行
せ

ず
に
記
し
、
銘
に
朱
を
入
れ
て
い
た
。
こ
の
墓
誌
は
宮
内
省
関
係
者
の
間
で
記
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
〔
鈴
木
・
矢
島
・
山
辺
一
九
六
七
〕、
大
脇
潔
は
「
実
体

の
不
明
な
皇
室
・
公
家
の
墓
誌
を
う
か
が
う
に
足
る
例
で
あ
る
」〔
大
脇
一
九
八
六
：

一
八
三
〕
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
石
田
肇
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
亡
く
な
っ
た
敬
仁
親

王
の
石
製
墓
誌
と
の
類
似
性
か
ら
、
静
寛
院
墓
誌
は
皇
族
の
墓
誌
の
形
制
に
よ
っ
て

い
る
と
指
摘
し
た
〔
石
田
二
〇
〇
〇
〕。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
発
掘
さ
れ
た
増
上
寺
徳
川
将
軍
家
墓
所
の
墓
誌
は
、

上
述
の
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
に
没
し
た
静
寛
院
の
墓
誌
を
除
く
と
、
お
お
む

ね
以
下
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
将
軍
家
墓
所
で
は
、
墓
誌
の
出
現
は
一
七
世
紀
後
葉
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。
将

軍
、
正
室
と
一
部
の
男
子
の
墓
か
ら
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
石
室

の
蓋
石
に
墓
誌
銘
を
刻
ん
だ
も
の
が
用
い
ら
れ
た
。
将
軍
家
墓
誌
は
、
一
八
世
紀
前

葉
か
ら
中
葉
に
か
け
て
定
式
化
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
は
石
室

の
二
枚
の
蓋
石
下
面
に
刻
ま
れ
た
形
態
の
も
の
が
多
い
。「
某
之
墓
」
と
す
る
墓
碑

的
な
表
現
や
銘
文
の
内
容
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
銘
文
の
行
数
・
字
数
は
後
代
よ

り
も
比
較
的
少
な
い
。

　
一
九
世
紀
前
葉
の
墓
誌
は
、
発
掘
さ
れ
た
男
子
の
墓
の
事
例
を
見
る
限
り
、
石
室

の
二
枚
の
蓋
石
下
面
に
刻
ま
れ
た
形
態
を
引
き
続
き
継
承
し
な
が
ら
、「
某
之
塋
」

と
す
る
墓
碑
的
な
表
現
や
内
容
は
後
代
に
つ
な
が
り
、
過
渡
的
な
様
相
を
呈
し
て
い

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
世
紀
中
葉
に
な
る
と
、
墓
誌
の
形
態
は
石
室
の
細
長
い
蓋
石
七
枚
の
う
ち
五
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枚
の
下
面
に
刻
ま
れ
た
も
の
へ
と
変
化
す
る
。「
某
之
塋
」
と
す
る
墓
碑
的
な
表
現

が
見
ら
れ
、
銘
文
の
行
数
・
字
数
は
多
く
、
内
容
は
詳
細
に
わ
た
る
も
の
に
な
る
。

　
な
お
、
こ
う
し
た
徳
川
将
軍
家
墓
所
の
墓
誌
の
変
遷
は
、
あ
く
ま
で
現
段
階
の
見

通
し
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
修
正
す
る
必
要

が
生
じ
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

❹
大
名
家
墓
所
の
墓
誌

（
1
）
済
海
寺
長
岡
藩
主
牧
野
家
墓
所
の
墓
誌

　
港
区
済
海
寺
長
岡
藩
主
牧
野
家
墓
所
の
発
掘
調
査
は
、
江
戸
の
大
名
家
の
墓
誌
の

変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
事
例
で
あ
る
〔
港
区
済
海
寺
遺
跡
調
査
会
一
九
八
六
〕。

　
発
掘
調
査
さ
れ
た
牧
野
家
の
墓
で
は
、
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
没
し
た
四

代
藩
主
忠
壽
（
第
四
号
墓
）
の
墓
誌
が
最
も
古
く
、
そ
の
後
、
幕
末
ま
で
藩
主
と
正

室
お
よ
び
嫡
子
の
墓
に
は
墓
誌
が
と
も
な
っ
て
い
た
。な
お
、明
治
六
年（
一
八
七
三
）

没
の
鏡
心
院
（
一
〇
代
藩
主
忠
雅
正
室
、
第
一
七
号
墓
）
に
は
墓
誌
が
な
く
、
同

一
一
年
（
一
八
七
八
）
に
没
し
た
一
一
代
藩
主
忠
恭
（
第
一
二
号
墓
）
の
墓
誌
は
、

甕
棺
の
長
方
形
の
蓋
石
（
長
さ
約
一
六
五
㎝
、
幅
約
四
〇
㎝
）
の
上
面
に
朱
を
入
れ

た
銘
文
が
刻
ま
れ
て
お
り
、「
某
櫃
」
と
い
う
墓
碑
的
表
現
も
見
ら
れ
た
（
資
料
2

－

11
）。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
時
代
の
牧
野
家
で
は
墓
誌
の
あ
り
方
が
変
化
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。 

　
明
治
時
代
の
も
の
を
除
く
と
、
牧
野
家
墓
所
で
は
、
石
室
の
内
蓋
も
し
く
は
蓋
石

の
下
面
に
墓
誌
銘
を
刻
ん
だ
も
の
と
銅
板
の
墓
誌
の
二
種
類
が
認
め
ら
れ
た
。
石
室

の
内
蓋
の
墓
誌
は
三
例
、
蓋
石
の
墓
誌
は
四
例
、
銅
板
墓
誌
は
一
二
例
あ
っ
た
。
石

室
の
内
蓋
は
二
枚
の
う
ち
の
一
枚
（
長
さ
約
一
三
〇
～
一
四
〇
㎝
、
幅
約
五
〇
～

七
〇
㎝
）、
蓋
石
は
三
～
四
枚
の
う
ち
の
一
枚
（
長
さ
約
一
一
〇
～
一
三
五
㎝
、
幅

約
三
五
㎝
）
の
そ
れ
ぞ
れ
下
面
に
墓
誌
銘
を
刻
ん
で
い
る
。
銘
に
墨
を
入
れ
て
い
る

も
の
が
多
い
と
い
う
。
ま
た
、
銅
板
墓
誌
は
長
さ
約
三
六
～
三
七
㎝
、
幅
約
九
㎝
、

厚
さ
〇
・
三
㎝
ほ
ど
の
長
方
形
を
呈
し
、
一
貫
し
て
強
い
規
格
性
が
う
か
が
え
る
。

木
棺
が
完
全
な
形
で
発
見
さ
れ
た
第
七
号
墓
で
は
、
銅
板
墓
誌
は
外
棺
と
内
棺
の
間

の
漆
喰
の
中
か
ら
出
土
し
た
。

　
こ
う
し
た
牧
野
家
墓
所
の
墓
誌
は
、
形
態
や
内
容
、
表
現
な
ど
に
着
目
す
る
と
、

次
に
述
べ
る
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
一
八
世
紀
中
葉
の
四
代
藩
主
忠
壽
〔
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
没
〕
と
六
代
藩

主
忠
敬
〔
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
没
〕
の
墓
に
は
、
石
室
の
内
蓋
下
面
に
墓
誌
銘

を
刻
む
と
と
と
も
に
、銅
板
墓
誌
が
と
も
な
っ
て
い
た
。四
代
藩
主
忠
壽（
第
四
号
墓
）

の
石
室
の
内
蓋
下
面
の
銘
文
は
二
行
一
六
字
と
簡
素
で
、
国
名
、
城
主
名
、
受
領
名
、

姓
名
が
記
さ
れ
、「
某
槨
」
と
い
う
墓
碑
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
銅
板
の

墓
誌
も
二
行
二
三
字
の
受
領
名
、
位
階
、
姓
名
、
没
年
月
日
を
記
し
た
簡
素
な
も
の

で
あ
る
（
資
料
2

－

1
）。
六
代
藩
主
忠
敬
（
第
三
号
墓
）
の
も
の
も
同
様
で
あ
っ

た
（
図
1

－

1
、
図
3

－

1
）。

　
こ
れ
に
続
く
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
没
の
七
代
藩
主
忠
利
（
第
一
号
墓
）
の
墓

誌
は
銅
板
の
み
で
、
銘
文
に
は
没
年
月
日
を
除
く
と
前
代
の
石
室
内
蓋
の
墓
誌
銘
の

内
容
や
表
現
が
採
用
さ
れ
て
い
た
（
資
料
2

－

2
）。
こ
の
こ
と
は
、
石
室
内
蓋
と

銅
板
の
墓
誌
が
セ
ッ
ト
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
八
代
藩
主
忠
寛
〔
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
没
〕
の
墓
（
第
一
一
号
墓
）
に
な
る

と
、
石
室
内
蓋
と
銅
板
の
墓
誌
の
セ
ッ
ト
が
復
活
す
る
。
石
室
内
蓋
の
墓
誌
銘
は
二

行
一
八
字
で
、
四
代
藩
主
忠
壽
、
六
代
藩
主
忠
敬
の
内
容
や
表
現
と
ほ
ぼ
同
様
の
も

の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
銅
板
墓
誌
は
七
代
藩
主
忠
利
の
墓
誌
の
影
響
を
受
け
た
三
行

三
七
字
の
も
の
で
、一
行
目
に
国
名
、城
主
名
、二
・
三
行
目
に
位
階
、受
領
名
、姓
名
、

没
年
月
日
を
記
し
て
い
る
（
資
料
2

－

3
）。
こ
う
し
た
墓
誌
銘
の
内
容
や
表
現
は
、

明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
没
の
五
代
藩
主
牧
野
忠
周
（
忠
軌
）（
第
六
号
墓
）（
図
1

－

3
）
や
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
没
の
牧
野
忠
鎮
（
九
代
藩
主
忠
精
嫡
子
、
第

七
号
墓
）
の
石
室
の
蓋
石
三
枚
も
し
く
は
四
枚
の
う
ち
の
一
枚
と
銅
板
の
墓
誌
に
見
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【
資
料
2

　港
区
済
海
寺
長
岡
藩
主
牧
野
家
墓
所
の
墓
誌
銘
】

1
．
四
代
藩
主
牧
野
忠
壽

　
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
没
・
第
四
号
墓

〔
石
室
内
蓋
〕　
越
後
國
長
岡
城
主

　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
駿
河
守
源
忠
壽
槨

〔
銅
板
〕　

　
　
駿
河
守
従
五
位
下
源
朝
臣
忠
壽

　
　
　
　
　
　
　
享
保
二
十
乙
卯
年
十
月
二
日

2
．
七
代
藩
主
牧
野
忠
利

　
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
没
・
第
一
号
墓

〔
銅
板
〕　

　
　
越
後
長
岡
城
主

　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
駿
河
守
源
忠
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寶
暦
五
乙
亥
年
七
月
廾
二
日

3
．
八
代
藩
主
牧
野
忠
寛

　
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
没
・
第
一
一
号
墓

〔
石
室
内
蓋
〕　
越
後
州
長
岡
城
主

　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
駿
河
守
源
忠
寛
槨

〔
銅
板
〕　

　
　
越
後
州
長
岡
城
主
稱
牧
野

　
　
　
　
　
　
　
従
五
位
下
駿
河
守
源
朝
臣
忠
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
明
和
三
丙
戌
年
六
月
廾
六
日

4
．
五
代
藩
主
牧
野
忠
周
（
忠
軌
）　
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
没
・
第
六
号
墓

〔
石
室
蓋
石
〕　
越
後
國
長
岡
城
主
忠
敬
之
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
佐
守
源
忠
軌
槨

〔
銅
板
〕　

　
　
越
後
國
長
岡
城
主
忠
敬
之
父

　
稱
牧
野

　
　
　
　
　
　
　
従
五
位
下
土
佐
守
源
朝
臣
忠
軌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
和
九
壬
辰
年
六
月
廾
八
日

5
．
俊
光
院
〔
八
代
藩
主
忠
寛
正
室
〕　
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
没
・
第
一
〇
号
墓

〔
石
室
蓋
石
〕　
越
後
國
長
岡
城
主

　
　
　
　
　
　
　
牧
野
駿
河
守
忠
寛
室

〔
銅
板
〕　

　
　
大
岡
出
雲
守
忠
光
女

　
　
　
　
　
　
　
牧
野
駿
河
守
忠
寛
室

　
　
　
　
　
　
　
　
寛
政
元
巳

（
マ
マ
）酉

歳
九
月
十
六
日

6
．
牧
野
忠
鎮
〔
九
代
藩
主
忠
精
嫡
子
〕　
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
没
・
第
七
号
墓

〔
石
室
蓋
石
〕　
越
後
國
長
岡
城
主
忠
精
嫡
子

　
　
　
　
　
　
　
　
河
内
守
源
忠
鎮
槨

〔
銅
板
〕　

　
　
越
後
國
長
岡
城
主
忠
精
之
嫡
子
称
牧
野

　
　
　
　
　
　
　
従
五
位
下
河
内
守
源
朝
臣
忠
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
文
化
五
戊
辰
年
七
月
十
八
日

7
．
九
代
藩
主
牧
野
忠
精

　
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
没
・
第
一
六
号
墓

〔
銅
板
〕　

　
　
　
　
　
天
保
二
辛
卯
年
七
月
十
日

　
　
　
　
　
　
侍
従
従
四
位
下
行
備
前
守
源
朝
臣
忠
精

8
．
乾
壽
院
〔
九
代
藩
主
牧
野
忠
精
室
〕　
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
没
・
第
一
六
号
墓

〔
銅
板
〕　

　
　
青
山
下
野
守
忠
高
女

　
　
　
　
　
　
　
牧
野
備
前
守
忠
精
室

　
　
　
　
　
　
　
　
天
保
四
癸
己

（
マ
マ
）歳

十
二
月
十
日

9
．
一
〇
代
藩
主
牧
野
忠
雅

　
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
没
・
第
一
七
号
墓

〔
銅
板
〕　

　
　
　
　
安
政
五
戊
午
年
八
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
侍
従
従
四
位
下
行
備
前
守
源
朝
臣
忠
雅

10
．
瑶
臺
院
〔
一
一
代
藩
主
牧
野
忠
恭
室
〕　
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
没
・
第
一
二
号

墓〔
銅
板
〕　

　
　
牧
野
備
前
守
忠
雅
養
女

　
　
　
　
　
　
實
太
田
備
後
守
資
始
女

　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
駿
河
守
忠
恭
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
應
三
丁
卯
年
八
月
五
日

11
．
一
一
代
藩
主
牧
野
忠
恭

　
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
没
・
第
一
二
号
墓

〔
石
室
蓋
石
〕　
前
侍
従
牧
野
忠
恭
櫃
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ら
れ
る
よ
う
に
（
資
料
2

－

4
・
6
）、
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

　
こ
の
時
期
に
は
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
没
し
た
俊
光
院
（
八
代
藩
主
忠
寛

正
室
）
の
墓
（
第
一
〇
号
墓
）
と
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
没
の
明
仙
院
（
六
代
藩

主
忠
敬
正
室
）
の
墓
（
第
二
号
墓
）
が
あ
る
。
俊
光
院
の
石
室
の
蓋
石
四
枚
の
う
ち

の
一
枚
の
下
面
に
刻
ま
れ
た
墓
誌
銘
は
、
二
行
一
五
字
と
簡
素
で
、
国
名
、
城
主
名
、

続
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
。
藩
主
や
嫡
子
の
墓
誌
に
見
ら
れ
る
「
某
槨
」
と
い
う
墓
碑

的
な
表
現
は
な
い
。
銅
板
の
墓
誌
も
三
行
二
七
字
の
出
自
、
続
柄
、
没
年
月
日
を
記

し
た
簡
素
な
も
の
で
あ
る
（
資
料
2

－

5
）。
明
仙
院
墓
誌
も
俊
光
院
と
ほ
ぼ
同
様

で
あ
る
が
、
石
室
蓋
石
と
銅
板
の
両
方
に
没
年
月
日
を
記
し
て
い
る
（
図
1

－

2
、

図
3

－

2
）。

　
牧
野
家
墓
所
の
一
九
世
紀
中
葉
の
墓
は
全
て
改
葬
さ
れ
て
お
り
、
埋
葬
施
設
は
甕

棺
に
蓋
石
を
被
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
墓
か
ら
も
銅
板
墓
誌
が
出
土
し
て

い
る
。
九
代
藩
主
忠
精
〔
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
没
〕（
第
一
六
号
墓
）
の
墓
誌

は
二
行
二
五
字
と
簡
素
で
、
没
年
月
日
、
官
位
、
受
領
名
、
姓
名
の
順
に
記
し
て

お
り
、
そ
れ
ま
で
の
墓
誌
銘
と
は
異
な
っ
て
い
る
（
資
料
2

－

7
）。
こ
れ
は
、
九

代
藩
主
忠
精
が
牧
野
家
で
は
初
め
て
老
中
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
と
関

係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
没
し
た
一
〇
代
藩
主
忠
雅

（
第
一
七
号
墓
）
の
墓
誌
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
（
資
料
2

－

9
）。
一
方
、
天
保

四
年
（
一
八
三
三
）
に
没
し
た
九
代
藩
主
忠
精
正
室
の
乾
壽
院
（
第
一
六
号
墓
）
の

墓
誌
は
前
代
の
内
容
や
表
現
を
踏
襲
し
（
資
料
2

－

8
）、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

没
の
一
一
代
藩
主
忠
恭
正
室
、瑶
臺
院
（
第
一
二
号
墓
）
の
も
の
も
同
様
で
あ
る
が
、

出
自
が
二
行
に
わ
た
っ
て
い
た
（
資
料
2

－

10
）。
ま
た
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

に
没
し
た
一
〇
代
藩
主
忠
雅
（
第
一
七
号
墓
）
お
よ
び
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
没

の
一
一
代
藩
主
忠
恭
正
室
、
瑶
臺
院
（
第
一
二
号
墓
）
の
銅
板
墓
誌
の
四
隅
に
は
釘

穴
状
の
小
孔
が
あ
り
、
と
く
に
忠
雅
の
墓
誌
は
上
・
中
・
下
の
三
枚
組
み
合
わ
せ
で
、

上
の
上
面
に
墓
誌
銘
を
刻
み
、
上
・
下
の
四
隅
に
小
孔
を
も
つ
構
造
に
な
っ
て
い
た

（
図
3

－

3
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、
牧
野
家
墓
所
で
は
、
一
八
世
紀
中
葉
か
ら
幕
末
ま
で
藩
主
と
正

室
お
よ
び
嫡
子
の
墓
に
墓
誌
が
あ
り
、
石
室
の
内
蓋
・
蓋
石
の
下
面
に
墓
誌
銘
を
刻

ん
だ
も
の
と
銅
板
墓
誌
の
二
種
類
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
セ
ッ
ト
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
中
葉
に
石
室
蓋
石
の
墓

誌
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
墓
が
改
葬
さ
れ
て
い
た
た
め
判
然
と
し
な
い
。
墓
誌
銘

の
表
現
や
内
容
が
一
八
世
紀
中
葉
、
一
八
世
紀
後
葉
～
一
九
世
紀
初
頭
、
一
九
世
紀

中
葉
と
い
う
三
時
期
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で

あ
る
。
幕
末
の
銅
板
墓
誌
の
四
隅
に
は
釘
孔
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
石
室
内
蓋
と
蓋
石
の
墓
誌
は
、
石
室
の
構
造
と
関
わ
っ
て
い
た
。
牧
野
家

墓
所
の
石
室
の
構
造
は
蓋
石
が
二
重
の
も
の
と
一
重
の
も
の
に
分
類
さ
れ
、
前
者
は

四
～
五
枚
の
細
長
い
蓋
石
の
下
に
二
枚
の
内
蓋
（
図
1

－

1
）
を
有
す
る
も
の
、
後

者
は
三
～
四
枚
の
細
長
い
蓋
石
（
図
1

－

2
・
3
）
の
み
の
も
の
で
あ
る
。
蓋
石
が

二
重
の
構
造
の
も
の
は
一
八
世
紀
中
葉
の
藩
主
の
墓
に
限
ら
れ
て
い
た
。
松
本
健

は
こ
れ
を
藩
主
の
墓
の
埋
葬
施
設
の
特
徴
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
〔
松
本
一
九
九
〇

b
・
一
九
九
二
・
二
〇
〇
七
〕。
し
か
し
、
羽
生
淳
子
、
森
本
伊
知
郎
は
、
こ
う
し
た

石
室
の
構
造
が
被
葬
者
の
地
位
の
差
異
を
反
映
す
る
と
い
う
可
能
性
と
と
も
に
、
こ

れ
が
年
代
差
に
よ
っ
て
生
じ
た
可
能
性
も
否
定
し
き
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
〔
羽
生
・

森
本
一
九
八
六
〕。

　
牧
野
家
墓
所
で
は
一
八
世
紀
中
葉
に
藩
主
以
外
の
墓
の
事
例
が
な
い
こ
と
、
一
八

世
紀
後
葉
以
降
の
事
例
で
は
五
代
藩
主
牧
野
忠
周
（
忠
軌
）
の
墓
（
第
六
号
墓
）
の

蓋
石
（
図
1

－

3
）
が
一
重
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
隠
居
後
に
死
去
し
た
こ
と
に
よ
る

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
結
論
を
出
す
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
増
上
寺
徳
川
将
軍
家
墓
所
で
は
一
八
世
紀
前

葉
・
中
葉
お
よ
び
一
九
世
紀
前
葉
の
墓
誌
の
形
態
は
石
室
の
二
枚
の
蓋
石
が
多
か
っ

た
が
、
一
九
世
紀
中
葉
に
な
る
と
、
石
室
の
細
長
い
蓋
石
七
枚
の
う
ち
五
枚
の
下
面

に
刻
ま
れ
た
も
の
へ
と
変
化
す
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
石
室
の
蓋
石
の
形

態
変
化
に
対
応
し
て
お
り
、
牧
野
家
墓
所
で
も
石
室
の
蓋
石
が
細
長
く
な
っ
て
い
っ
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た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
そ
の
他
の
大
名
墓
の
墓
誌

　
江
戸
の
そ
の
他
の
大
名
家
墓
誌
は
発
掘
調
査
に
よ
る
も
の
も
あ
る
が
、
近
代
の
墓

所
の
改
葬
時
に
出
土
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
観
察
・
記
載
に
不

備
な
点
が
あ
る
事
例
が
含
ま
れ
て
お
り
、
資
料
的
な
制
約
が
あ
る
が
、
江
戸
の
大
名

家
の
墓
誌
の
全
体
像
を
知
る
上
で
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
渋
谷
区
仙
寿
院
の
紀
伊
和
歌
山
藩
徳
川
家
墓
所
の
改
葬
の
と
き
に
、
寛
政
一
二
年

（
一
八
〇
〇
）に
没
し
た
桂
香
院（
六
代
藩
主
宗
直
女
）の
墓
誌
が
出
土
し
て
い
る〔
河

越
一
九
六
五
〕。
こ
の
墓
誌
は
一
五
行
一
一
一
字
の
横
長
の
銅
板
墓
誌（
長
さ
二
六
㎝
、

幅
四
一
㎝
、
厚
さ
〇
・
六
㎝
）
で
、
戒
名
、
姓
名
、
出
自
、
夫
お
よ
び
子
、
生
年
月
日
、

出
生
地
、
没
年
月
日
、
没
地
、
葬
地
、
銘
文
作
成
年
月
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
お
り
、

墓
碑
的
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
（
資
料
3

－
1
）。
石
田
肇
は
、
紀
州
家
の
一
四
代

茂
承
の
嗣
子
頼
倫
〔
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
没
〕
の
墓
誌
が
銅
板
で
あ
っ
た
と

推
定
し
て
い
る
が
〔
石
田
二
〇
〇
七
〕、
と
す
れ
ば
、
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
紀
州
家

は
将
軍
家
と
は
異
な
る
銅
板
墓
誌
の
伝
統
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
紀
州
家
初
代
藩
主
頼
宣
の
第
一
女
で
、
鳥
取
藩
初
代
藩
主
池
田
光
仲
の
正
室
で

あ
っ
た
芳
心
院
の
墓
は
大
田
区
池
上
本
門
寺
永
壽
院
に
あ
る
が
、
発
掘
調
査
に
よ
っ

て
出
土
し
た
青
銅
製
蔵
骨
器
に
は
墓
誌
銘
が
刻
ま
れ
て
い
た
（
図
3

－

8
）〔
坂
誥

二
〇
〇
九
〕。
こ
れ
は
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
比
較
的
古
い
も
の
で
、
銘
文
は

六
行
六
九
字
、髭
題
目
、戒
名
、院
号
、出
自
、続
柄
、没
年
月
日
を
記
し
て
い
る
（
資

料
3

－
2
）。
墓
誌
銘
の
二
～
五
行
目
は
、
芳
心
院
の
墓
の
宝
塔
基
礎
石
北
面
に
刻

ま
れ
た
銘
文
の
冒
頭
の
「
御
功
徳
主
」
と
い
う
文
言
を
除
い
た
一
～
三
行
目
ま
で
と

同
文
で
あ
り
、
墓
誌
と
墓
碑
の
密
接
な
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。「
御
功
徳
主
」
と

い
う
の
は
、
こ
の
墓
が
芳
心
院
の
生
前
に
造
営
し
た
寿
墓
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
表

現
で
あ
ろ
う
。

　
台
東
区
寛
永
寺
凌
雲
院
に
あ
っ
た
、
御
三
卿
清
水
家
の
五
代
当
主
斉
彊
の
次
女
珂

月
院
〔
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）〕
の
墓
か
ら
は
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
〔
国

立
西
洋
美
術
館
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
委
員
会
一
九
九
六
〕。
こ
れ
は
石
室
蓋
石
と
思
わ

れ
る
石
三
枚
に
墓
誌
銘
を
刻
ん
だ
も
の
で
、
中
央
の
一
枚
は
改
葬
時
に
失
わ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
法
量
は
長
さ
約
九
〇
㎝
、
幅
約
三
〇
㎝
、
厚
さ
約
一
五
㎝
で
、
銘
に
朱

お
よ
び
黒
漆
を
入
れ
て
い
た
（
図
1

－

4
）。
こ
の
墓
誌
は
一
歳
半
あ
ま
り
で
早
世

し
た
藩
主
の
息
女
で
あ
る
。

　
港
区
常
林
寺
の
新
庄
藩
主
戸
沢
家
墓
所
の
改
葬
時
に
は
、
一
〇
代
藩
主
戸
沢
正

令
〔
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
没
〕
の
石
製
の
板
状
墓
誌
が
出
土
し
た
〔
河
越

一
九
六
五
〕。
こ
れ
は
、
国
名
、
城
主
名
、
位
階
、
受
領
名
、
姓
名
、
生
年
月
日
、

没
年
月
日
、
年
齢
を
記
し
た
五
行
五
四
字
の
比
較
的
簡
素
な
も
の
で
あ
り
（
資
料
3

－

3
）、
先
に
あ
げ
た
長
岡
藩
主
牧
野
家
の
も
の
と
も
ほ
ぼ
類
似
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
大
名
家
の
墓
誌
の
内
容
が
す
べ
て
同
様
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
港

区
東
禅
寺
備
中
生
坂
藩
主
池
田
家
墓
所
の
改
葬
の
と
き
に
、安
永
五
年
（
一
七
七
六
）

に
没
し
た
四
代
藩
主
池
田
政
弼
の
墓
か
ら
、
長
さ
約
一
五
〇
㎝
、
幅
約
三
〇
㎝
、
厚

さ
約
一
五
㎝
の
石
室
の
蓋
石
と
思
わ
れ
る
石
に
、
四
行
六
八
字
の
銘
を
刻
ん
だ
墓
誌

が
出
土
し
た
。
銘
文
の
内
容
は
、
位
階
、
受
領
名
、
姓
名
、
生
年
月
日
、
出
生
地
、

没
年
月
日
、
没
地
、
葬
地
な
ど
で
あ
っ
た
（
資
料
3

－

4
）〔
秋
元
一
九
九
八
、
石
田

二
〇
〇
七
〕。

　
な
お
、
港
区
梅
窓
院
の
美
濃
郡
上
藩
主
青
山
家
墓
所
か
ら
は
、
石
室
の
蓋
と
思

わ
れ
る
墓
誌
が
多
数
出
土
し
た
〔
秋
元
一
九
九
八
、
石
田
二
〇
〇
七
〕。
こ
れ
ら
は
、

六
代
藩
主
幸
完
〔
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）〕、
七
代
藩
主
幸
孝
〔
文
化
一
二
年

（
一
八
一
五
）〕、九
代
藩
主
幸
礼
〔
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）〕、一
〇
代
藩
主
幸
哉
〔
文

久
三
年
（
一
八
六
三
）〕、青
山
幸
正
（
一
二
代
幸
完
男
）〔
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）〕

の
墓
誌
で
あ
る
が
、幕
末
の
一
〇
代
藩
主
幸
哉
墓
誌
は
行
数
や
文
字
数
が
多
く
な
り
、

内
容
が
詳
細
な
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
江
戸
時
代
の
墓
誌
が
詳
細
に

な
っ
て
い
く
傾
向
は
、
先
述
の
よ
う
に
徳
川
将
軍
家
墓
所
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
他
、
大
名
家
の
墓
誌
に
は
、
誌
石
の
上
に
蓋
石
を
被
せ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
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【
資
料
3

　大
名
家
墓
所
の
墓
誌
銘
】

1
．
渋
谷
区
仙
寿
院

　紀
伊
和
歌
山
藩
徳
川
家
墓
所

　桂
香
院
〔
六
代
藩
主
宗
直
女
〕　

寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
没

　
桂
香
院
圓
月
妙
諦

　
日
照
大
姉
墓
誌

姓
源
名
久
姫

父
紀
伊
國
主
従
二
位
大
納
言
源
朝
臣
宗
直

母
姓
管
原
紀
伊
之
人
山
本
某
女
號
孝
晴
院

夫
因
幡
伯
耆
國
主
従
四
位
侍
従
兼
相
模
守

源
朝
臣
宗
泰

子
因
幡
伯
耆
國
主
従
四
位
少
将
兼
相
模
守

源
朝
臣
重
寛

享
保
十
一
季
丙
午
八
月
五
日
生
於
江
戸
赤
坂

之
邸

寛
政
十
二
年
庚
申
正
月
廾
三
日
享
年
七
十

五
歳
病
終
於
芝
金
杦
之
邸
二
月
八
日
葬

於
千
駄
谷
法
雲
山
仙
壽
院

　
寛
政
十
二
年
庚
申
二
月

2
．
大
田
区
池
上
本
門
寺
永
壽
院

　鳥
取
藩
池
田
家
墓
所

　芳
心
院
〔
初
代
藩
主
光
仲
正

室
〕　
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尊

南
無
妙
法
蓮
華
経
芳
心
院
殿
妙
英
日
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霊

　
　
芳
心
院
源
氏
者

　
東
照
大
神
君
之
令
孫
紀
州
前
亜
相

　
　
頼
宣
公
之
愛
女
相
州
大
守
少
将
松
平

　
　
　
光
仲
公
之
尊
閫
也

　
　
　
　
寶
永
五
戊
子
十
一
月
二
十
八
日

3
．
港
区
常
林
寺

　新
庄
藩
主
戸
沢
家
墓
所

　一
〇
代
藩
主
之
戸
沢
正
令

　
天
保
一
四
年

（
一
八
四
三
）
没

羽
州
新
庄
城
主

　
従
五
位
下
行
能
登
守
平
朝
臣
戸
澤
正
令

　
　
文
化
十
年
癸
酉
正
月
二
日
出
生

　
　
天
保
十
四
年
癸
卯
五
月
二
十
二
日
死
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
年
三
十
一
歳

4
．
港
区
東
禅
寺

　備
中
生
坂
藩
主
池
田
家
墓
所

　四
代
藩
主
池
田
政
弼

　
安
永
五
年

（
一
七
七
八
）
没

従
五
位
下
池
田
丹
波
守
源
朝
臣
諱
政
弼
以
延
享

元
年
甲
子
秋
七
月
二
十
七
日
生
于
備
藩
岡
山
邸

安
永
五
年
丙
申
七
月
二
十
五
日
卒
于
武
江
藩
邸

以
是
歳
八
月
七
日
葬
于
芝
浦
東
禅
寺

5
．
荒
川
区
善
性
寺

　石
見
浜
田
藩
主
松
平
家
墓
所

　栄
智
院
〔
五
代
藩
主
斉
厚
養
子
斉

良
室
〕　
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
没

〔
蓋
石
〕　

　
栄
智
院
夫
人
松
平
氏
墓

　
　
　
　
　
此
下
に
棺
阿
り

　
　
　
　
　
あ
王
れ
み
て
ほ
る
事

　
　
　
　
　
奈
可
れ

〔
誌
石
〕　

　
夫
人
松
平
氏
諱
久
濱
田
城
主
斎
厚
君
之
長

　
　
　
　
　
女
也
生
母
関
口
氏
文
化
五
年
戊
辰
十
月
二

　
　
　
　
　
日
生
於
旧
封
館
林
城
中
既
而
斎
厚
君
年
比

　
　
　
　
　
耆
未
有
嗣
子

　
恭
廟
以
其
先
也
世
種
族
之

　
　
　
　
　
故

　
特
恩
降
与
一
公
子
乃
立
為
世
子
称
上

　
　
　
　
　
総
介
斎
良
以
女
配
之
即
夫
人
也
後
及
世
子

　
　
　
　
　
没
夫
人
更
称
栄
智
院
嘉
永
三
年
庚
戌

　
　
　
　
　
十
月
十
二
日
病
卒
江
戸
邸
中
年
四
十
三
葬

　
　
　
　
　
大
城
北
谷
中
善
性
寺
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石
田
肇
は
、荒
川
区
善
性
寺
石
見
浜
田
藩
主
松
平
家
墓
所
の
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）

に
没
し
た
栄
智
院
（
五
代
藩
主
斉
厚
養
子
斉
良
室
）
の
墓
誌
を
紹
介
し
て
い
る
。
蓋

石
の
法
量
は
長
さ
七
五
㎝
、
幅
五
七
・
三
㎝
、
厚
さ
一
五
㎝
、
誌
石
は
長
さ
七
五
㎝
、

幅
五
八
㎝
、
厚
さ
一
五
・
七
㎝
で
、
誌
石
の
銘
文
は
九
行
一
三
二
字
で
、
姓
名
、
出
自
、

生
年
月
日
、
出
生
地
、
婚
姻
な
ど
の
経
緯
、
没
年
月
日
、
没
地
、
年
齢
、
葬
地
が
記

さ
れ
て
お
り
、
蓋
石
の
銘
文
は
四
行
二
六
字
、
院
号
、「
某
墓
」
と
い
う
墓
碑
的
表

現
と
と
も
に
「
此
下
に
棺
あ
り
、
あ
わ
れ
み
て
ほ
る
事
な
か
れ
」
と
い
う
定
型
句
が

あ
っ
た
（
資
料
3

－

5
）。
石
田
肇
は
こ
の
定
型
句
の
あ
る
墓
誌
は
多
い
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
〔
石
田
二
〇
〇
七
〕。

　
こ
の
よ
う
な
誌
石
の
上
に
蓋
石
を
被
せ
た
墓
誌
は
、
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）

に
改
葬
さ
れ
た
港
区
泉
岳
寺
大
和
芝
村
藩
織
田
家
墓
所
の
以
下
の
よ
う
な
墓
か
ら
出

土
し
た
〔
牧
野
一
九
三
七
〕。

五
代
藩
主
長
弘
〔
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
没
〕

織
田
益
聡
（
六
代
藩
主
長
亮
次
男
）〔
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
没
〕

壽
昌
院
（
五
代
藩
主
長
弘
正
室
）〔
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
没
〕

七
代
藩
主
輔
宣
〔
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
没
〕

紅
樹
院
（
九
代
藩
主
長
宇
正
室
）〔
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
没
〕

八
代
藩
主
長
教
〔
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
没
〕

麗
容
院
（
一
一
代
藩
主
長
易
正
室
）〔
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
没
〕

こ
れ
ら
の
墓
誌
を
見
る
と
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
没
し
た
五
代
藩
主
長
弘
の

墓
誌
は
字
数
が
比
較
的
少
な
い
が
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
没
の
織
田
益
聡
以
降

の
墓
誌
は
詳
細
な
内
容
に
な
る
。

　
な
お
、港
区
鍋
島
家
麻
布
墓
所
か
ら
は
、明
治
時
代
の
墓
誌
が
出
土
し
て
い
る
〔
高

山
・
北
野
・
牟
田
二
〇
〇
〇
〕。
明
治
五
年（
一
八
七
二
）没
の
鍋
島
国
子（
盛
姫
）（
一
〇

代
藩
主
直
正
正
室
・
第
二
号
墓
）
の
墓
誌
は
石
室
の
蓋
石
五
枚
の
う
ち
三
枚
に
墓
誌

銘
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
銅
板
墓
誌
で
あ
っ
た
。

　
一
〇
代
藩
主
鍋
島
直
正
〔
明
治
四
年(

一
八
七
一
）
没
〕（
第
一
号
墓
）
の
銅
板

墓
誌
の
銘
文
は
追
贈
官
位
も
し
く
は
位
階
、
姓
名
、
薨
年
月
日
、
鍋
島
建
子
（
筆
姫
）

〔
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
没
〕（
一
〇
代
藩
主
直
正
後
室
・
第
三
号
墓
）
の
墓
誌

銘
は
続
柄
、
姓
名
、
没
年
月
日
、
年
齢
、
殉
死
し
た
直
正
側
近
の
古
川
松
根
〔
明
治

四
年
（
一
八
七
一
）
没
〕（
第
四
号
墓
）
の
墓
誌
銘
は
姓
名
、
没
年
月
日
を
そ
れ
ぞ

れ
記
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
銅
板
墓
誌
は
長
方
形
を
呈
す
る
が
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
没
し

た
鍋
島
直
英
（
一
〇
代
藩
主
直
正
孫
・
第
五
号
墓
）
の
銅
板
墓
誌
は
正
方
形
で
四
隅

に
釘
穴
状
の
小
孔
が
あ
り
、
比
較
的
長
文
の
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
た
。
銅
板
墓
誌
の

釘
穴
は
、
先
述
の
牧
野
家
墓
所
の
幕
末
の
事
例
に
認
め
ら
れ
る
。
鍋
島
直
英
を
除
く

銅
板
墓
誌
に
は
「
某
櫃
」、「
某
柩
」
と
い
う
墓
碑
的
な
表
現
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、

一
〇
代
藩
主
直
正
の
銅
板
墓
誌
は
四
枚
、
鍋
島
建
子
（
筆
姫
）
の
銅
板
墓
誌
は
二
枚

あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
半
数
ず
つ
石
室
上
の
石
櫃
と
木
棺
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
明
治
時
代
の
旧
大
名
家
の
墓
誌
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
墓
誌
と
の

連
続
性
、
非
連
続
性
を
含
め
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
江
戸
の
大
名
家
墓
所
の
墓
誌
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
全

体
的
な
様
相
を
と
り
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
長
岡
藩
主
牧
野
家
墓
所
で
は
、
墓
誌
は

一
八
世
紀
中
葉
か
ら
始
ま
る
。
現
段
階
で
は
、
江
戸
の
そ
の
他
の
大
名
家
墓
誌
の
事

例
も
一
八
世
紀
前
葉
以
降
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
墓
誌
の
形
態
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
た
。長
岡
藩
主
牧
野
家
は
石
室
内
蓋
・

蓋
石
の
墓
誌
と
銅
板
墓
誌
、
美
濃
郡
上
藩
主
青
山
家
は
石
室
蓋
石
の
墓
誌
、
大
和
芝

村
藩
織
田
家
で
は
誌
石
の
上
に
蓋
石
を
被
せ
た
墓
誌
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

家
の
伝
統
と
し
て
形
態
が
採
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
墓
誌
銘
の
表

現
や
内
容
も
基
本
的
に
は
各
家
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
形
態
上
で
は
、
石
室
蓋
石
の
墓
誌
は
一
八
世
紀
後
葉
に
な
る
と
細
長
い
も
の
に
変

化
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
墓
誌
銘
の
内
容
は
一
九
世
紀
に
入

る
と
詳
し
い
も
の
が
増
加
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
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❺
儒
者
の
墓
誌

　
儒
者
の
墓
誌
は
、
比
較
的
詳
細
な
も
の
が
多
く
、
誌
石
の
上
に
蓋
石
を
被
せ
た
形

態
の
も
の
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。

　
新
宿
区
牛
込
城
跡
第
三
次
調
査（
善
国
寺
）の
第
一
五
四
号
遺
構（
甕
棺
）か
ら
は
、

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
没
し
た
讃
岐
高
松
藩
士
青
葉
養
浩
の
墓
誌
が
出
土
し
た
。

青
葉
養
浩
は
藩
儒
、
講
道
館
総
裁
を
勤
め
た
人
物
で
あ
る
。
墓
誌
は
誌
石
の
上
に
蓋

石
を
被
せ
た
も
の
で
、蓋
石
の
法
量
は
長
さ
二
九
・
〇
㎝
、幅
四
三
・
八
㎝
、厚
さ
五
・
〇

㎝
、
誌
石
は
二
九
・
〇
㎝
、
幅
四
三
・
八
㎝
、
厚
さ
六
・
一
㎝
、
銘
文
は
一
二
行
九
一

字
と
詳
し
く
、
内
容
は
姓
名
、
出
身
地
、
生
年
月
日
、
経
歴
、
没
年
月
日
、
没
地
、

葬
地
、
年
齢
、
婚
姻
、
子
女
が
記
さ
れ
て
い
た
（
図
3

－
6
）（
資
料
4

－

1
）〔
財

団
法
人
新
宿
区
生
涯
学
習
財
団
二
〇
〇
四
〕。

　
こ
う
し
た
墓
誌
が
儒
者
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
新
宿
区
林
氏
墓
地
の

墓
誌
か
ら
も
う
か
が
え
る
〔
岡
田
一
九
七
八
〕。
林
氏
墓
地
で
は
表
1
の
よ
う
な
墓
誌

が
調
査
さ
れ
て
い
る
。

　
林
氏
墓
地
で
確
認
さ
れ
て
い
る
最
も
古
い
墓
誌
は
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）

に
没
し
た
林
宗
家
三
世
鳳
岡
、
す
な
わ
ち
信
篤
の
も
の
で
あ
る
。
全
体
的
と
し
て
は

一
八
世
紀
代
の
墓
誌
が
大
部
分
を
占
め
、
一
九
世
紀
代
の
墓
誌
は
少
な
い
。
形
態
を

検
討
し
て
み
る
と
、
鳳
岡
（
信
篤
）
の
墓
誌
は
石
板
で
あ
り
、
周
囲
に
約
一
〇
ヵ
所

鉄
分
の
付
着
し
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
の
四
世

榴
岡
墓
誌
は
蓋
石
が
縦
長
で
平
面
を
な
し
、
誌
石
は
横
長
で
あ
る
が
凹
形
の
内
面
に

墓
誌
銘
を
記
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
ま
で
は
墓
誌
の
形
態
が
定
式
化
し
て
い
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
は
大
名
や
藩
儒
の
墓
誌
に
も
類
例
が
あ
る
よ
う
に
、

誌
石
が
凸
形
、
蓋
石
が
凹
形
を
呈
す
る
も
の
が
一
般
的
に
な
る
。
法
量
は
長
さ
約

三
〇
～
三
五
㎝
、
幅
約
四
五
～
五
三
㎝
の
も
の
が
多
い
。

　
こ
れ
と
異
な
る
形
態
と
し
て
は
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
没
の
瑞
祥
孺
人
の
墓

誌
は
形
状
が
い
び
つ
で
誌
面
に
凸
凹
が
あ
り
、
粗
製
の
石
板
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
慈

惠
孺
人
〔
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
没
〕
の
墓
誌
も
石
板
二
枚
で
、
重
ね
て
用
い

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
は
林
信
智
流
、第
三
林
家
の
当
主
の
妻
で
あ
っ

た
。ま
た
、享
和
二
年（
一
八
〇
二
）に
没
し
た
林
宗
家
の
五
世
嗣
子
龍
潭
の
妻
で
あ
っ

た
安
操
孺
人
の
墓
誌
は
、
凹
凸
が
な
く
平
ら
な
板
石
を
重
ね
た
も
の
で
あ
り
、
蓋
石
・

誌
石
の
界
線
内
に
銘
文
を
記
し
、
蓋
石
の
銘
文
は
篆
書
体
で
あ
る
。

　
銘
文
の
内
容
や
表
現
に
つ
い
て
は
、
林
信
智
流
、
第
三
林
家
の
墓
誌
は
事
例
が
少

な
い
の
で
は
っ
き
り
し
な
い
が
、林
宗
家
で
は
あ
る
程
度
変
遷
を
追
え
そ
う
で
あ
る
。

蓋
石
の
銘
文
は
、
四
世
榴
岡
〔
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
没
〕
の
「
某
先
生
朝
散
大

夫
某
林
府
君
之
墓
」
と
い
う
表
現
が
五
世
嗣
龍
潭
〔
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
没
〕

の
墓
誌
に
継
承
さ
れ
る
が
、
五
世
鳳
谷
〔
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
没
〕
な
ど
で
は

「
從
五
位
下
守
大
學
頭
林
公
之
墓
」
と
な
り
、
七
世
錦
峰
〔
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）

没
〕の
墓
誌
は「
從
五
位
下
國
子
祭
酒
簡
順
林
公
墓
誌
」へ
と
変
化
す
る
。「
某
之
墓
」

と
い
う
墓
碑
的
な
表
現
は
、
錦
峰
を
除
い
た
林
宗
家
お
よ
び
林
信
智
流
の
当
主
や
嗣

子
の
墓
誌
に
見
ら
れ
る
が
、
林
宗
家
の
孺
人
は
「
某
之
墓
誌
」
と
い
う
表
現
に
な
っ

て
い
る
。
な
お
、
林
宗
家
の
墓
誌
銘
の
内
容
は
、
三
世
鳳
岡
（
信
篤
）〔
享
保
一
七

年
（
一
七
三
二
）
没
〕（
資
料
4

－

2
①
）
と
四
世
榴
岡
、
五
世
嗣
龍
潭
と
五
世
鳳

谷
（
資
料
4

－

2
②
）
の
も
の
が
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
蓋
石
の
銘
文
の
内

容
の
変
遷
と
は
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
。

　
林
氏
墓
地
を
は
じ
め
と
す
る
儒
者
の
墓
誌
は
、
詳
細
な
も
の
が
多
く
、
誌
石
の
上

に
蓋
石
を
被
せ
た
形
態
の
も
の
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
林
氏

墓
地
で
は
、
墓
誌
の
形
態
、
銘
文
の
内
容
や
表
現
は
一
八
世
紀
後
葉
に
定
式
化
し
、

一
九
世
紀
に
入
る
頃
に
変
化
す
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
な
お
、
林
氏
墓
地
で
確
認
さ
れ

て
い
る
最
古
の
墓
誌
は
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
没
の
林
宗
家
三
世
鳳
岡
（
信

篤
）
の
も
の
で
あ
る
が
、
儒
者
の
墓
誌
の
始
ま
り
は
さ
ら
に
遡
る
だ
ろ
う
。
石
田
肇

は
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
改
葬
さ
れ
た
京
都
の
鵜
飼
石
斎
の
墓
誌
を
紹
介
し

て
い
る
〔
石
田
二
〇
〇
七
〕。
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【
資
料
4

　儒
者
の
墓
誌
銘
】

1
．
新
宿
区
善
国
寺

　讃
岐
高
松
藩
士
青
葉
養
浩
〔
藩
儒
、
講
道
館
総
裁
〕　
寛
政
七
年

（
一
七
九
五
）
没

〔
誌
石
〕　
考
姓
青
葉
譚

　
　
　
　
養
浩
字
知
言
讃
岐
高

　
　
　
　
松
人
延
享
二
年
乙
亥

　
　
　
　
十
一
月
十
日
生
仕
為

　
　
　
　
文
学
居
職
廿
五
年
寛

　
　
　
　
政
七
年
乙
卯
八
月
十

　
　
　
　
一
日
以
疾
卒
于
東
都

　
　
　
　
藩
邸
葬
于
牛
込
善
国

　
　
　
　
寺
享
年
五
〇
有
三
娶

　
　
　
　
森
田
氏
生
二
男
二
女

　
　
　
　
男
曰
好
徳
曰
好
礼
一

　
　
　
　
女
早
死
次
名
諧

2
．
新
宿
区
林
家
墓
地

①
三
世
林
鳳
岡
（
信
篤
）　
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
没

　
正
獻
先
生
姓
林
名
戇
字
直
民

　
一
名
信
篤

　
文
穆
先
生
林
恕

　
子
也
正
保
元
年
甲
申
十
二
月

　
十
四
日
生
仕

　
嚴
有

　
常
憲

　
文
昭

　
有
章
四
廟
及

　
今
朝
也
官
初
任
弘
文
院
學
士

　
累
遷
國
子
祭
酒
叙
朝
散
大
夫

　
後
任
内
史
享
保
九
年
甲
辰
閏

　
四
月
二
十
二
日
致
仕
十
七
年

　
壬
子
六
月
朔
卒
享
壽
八
十
九

　
葬
牛
籠
別
荘

　
享
保
十
七
年
壬
子
六
月
四
日

　
　
　
　
哀
子
朝
散
大
夫
國
子
祭
酒
林
信
充
謹
誌

②
五
世
林
鳳
谷

　
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
没

　
大
學
頭
林
公
諱
愿
又
名
信
言
字
子
恭
號
鳳
谷

　
考
諱
信
充
民
部
少
輔
母
石
川
氏
享
保
六
年
四

　
月
十
八
日
生
元
文
三
年
五
月
廿
八
日
𦹥𦹥
授
經

　
莚
講
官
十
二
月
十
八
日
為
布
衣
寛
保
元
年
二

　
月
三
日
賜
俸
三
百
延
享
四
年
十
二
月
十
八
日

　
特
叙
従
五
位
下
任
圖
書
頭
寶
暦
三
年
七
月
廿

　
八
日
轉
大
學
頭
七
年
六
月
廿
八
日
襲
禄
延
享

　
二
年
寶
暦
十
年
並
草
法
律
讀
諸
朝
廷
參
於
檢

　
璽
之
事
寛
延
元
年
明
和
元
年
朝
鮮
貢
使
議
撰

　
國
書
接
待
使
者
安
永
二
年
十
一
月
廿
八
日
卒

　
享
年
五
十
三
葬
于
牛
籠
別
荘
歴
仕

　
　
徳
廟

　
惇
廟

　
　
今
朝

　
聖
堂
修
造
再
建
皆
其
所
建

　
告
也
娶
伊
勢
守
高
木
守
養
女
子
男
信
愛
圖
書

　
頭
先
卒
女
一
適
山
木
正
篤
一
適
石
川
總
詳
孫

　
男
信
徴
重
女
一
人
外
孫
男
一
人
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被葬者 没年 形態 行数 字数 法量（㎝） 備考

3世林鳳岡（林宗家） 享保 17 年 1732 石板 16 134 37.9×66×11
林信篤，周囲に約 10ヶ所
の鉄分の付着あり

4世林榴岡（林宗家） 宝暦 8 年 1758 誌石・蓋石
蓋石 2 蓋石 15 蓋石 57×47.7×12.5 誌石（横長，凹形）・蓋石

（縦長，平面）誌石 13 誌石 120 誌石 48×57.2×12.5

5世嗣林龍潭（林宗
家）

明和 8 年 1771 誌石・蓋石
蓋石 2 蓋石 15 蓋石 32.7×48.9×5.5

誌石の銘に朱を入れる
誌石 15 誌石 172 誌石 32.2×48.5×7.9

5世林鳳谷（林宗家） 安永 2 年 1773 誌石・蓋石
蓋石 1 蓋石 12 蓋石 35.4×52.4×13.1

誌石 15 誌石 246 誌石 34.8×52.4×12.3

6世林鳳潭（林宗家）？ 天明 7 年 1787 誌石・蓋石 蓋石 1 蓋石 11 蓋石 30.6×46×10.5 蓋石のみ

5世継配貞恭孺人
（林宗家）

寛政 3 年 1791 誌石・蓋石
蓋石 4 蓋石 19 蓋石 30.6×45.5×10.8

誌石 11 誌石 106 誌石 30.6×45.6×12.7

7世林錦峰（林宗家） 寛政 5 年 1793 誌石・蓋石
蓋石 5 蓋石 14 蓋石 36.4×49×11

銘に朱を入れる
誌石 17 誌石 162 誌石 36.2×53.6×12.1

5世嗣配安操孺人
（林宗家）

享和 2 年 1802
誌石・蓋石，
凹凸なし

蓋石 10 蓋石 19 蓋石 30.5×76×8.8 蓋石・誌石の界線内に銘
文あり，蓋石篆書体誌石 16 誌石 164 誌石 30.5×76×8.4

9世継配貞靜夫人
（林宗家）

天保 10 年 1839 誌石・蓋石
蓋石 6 蓋石 18 蓋石 42×56.4×10

誌石 13 誌石 119 誌石 42.2×56.8×14.6

5世林良順（林守勝
流・第二林家）

寛政 8 年 1796 誌石・蓋石 誌石 17 誌石 165 誌石 29.2×39×9.1 誌石のみ，銘に朱を入れる

2世林 渓（林信智
流・第三林家）

天明 5 年 1785 誌石・蓋石
蓋石 1 蓋石 8 蓋石 35.2×50.8×8.5

誌石 16 誌石 183 誌石 35.2×50.9

1世配瑞祥孺人（林信
智流・第三林家）

天明 6 年 1786 石板 8 66
29～ 30×34.2 ～ 36×
6.5

形状はいびつで，誌面に凸
凹あり

3世林東谷（林信智
流・第三林家）

寛政 8 年 1796 誌石・蓋石 4 13 蓋石 35.3×41.5×8.8 蓋石のみ

3世配慈惠孺人（林信
智流・第三林家）

寛政 11 年 1799 石板 2 枚 7 64 43×29.5×6×2 枚

表１　新宿区林氏墓地の墓誌
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❻
幕
臣
・
藩
士
な
ど
の
墓
誌

　
次
に
、
旗
本
な
ど
の
幕
臣
や
藩
士
な
ど
の
墓
誌
を
と
り
上
げ
、
江
戸
の
よ
り
下
位

の
身
分
・
階
層
に
お
け
る
墓
誌
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
発
掘
さ
れ
た
墓
誌
の
な
か
で
最
も
古
い
も
の
は
、
中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
遺
跡

（
第
一
次
調
査
）
の
第
六
号
骨
蔵
器
に
墓
誌
銘
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
〔
東
京
都
中

央
区
教
育
委
員
会
一
九
八
八
〕。
こ
れ
は
瀬
戸
美
濃
産
陶
器
の
鉄
釉
蓋
付
壺
で
、
口
径

一
一
・
〇
㎝
、底
径
七
・
六
㎝
、器
高
九
・
七
㎝
と
小
型
の
も
の
で
あ
っ
た（
図
3

－

7
）。

蓋
の
内
面
お
よ
び
底
部
に
は
、没
年
月
日
「
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
十
二
月
六
日
」

と
戒
名
「
常
光
院
蓮
宗
」
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
火
葬
蔵
骨
器
に
と
も
な
う
墓
誌
は
、
比
較
的
古
い
時
期
か
ら
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
新
宿
区
正
見
寺
第
八
一
八
号
墓
で
は
、
瀬
戸
美
濃
産
の
鉄
釉
三
耳
壺

内
の
火
葬
骨
（
四
〇
ｇ
）
を
入
れ
た
曲
物
外
面
に
「
元
禄
八
乙
亥
年
（
一
六
九
五
）

二
月
□
一
日
」
と
い
う
没
年
月
日
な
ど
の
墨
書
が
あ
っ
た
〔
大
成
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン

グ
株
式
会
社
二
〇
〇
五
〕。
ま
た
、
同
第
六
三
八
号
墓
の
瀬
戸
美
濃
産
の
鉄
釉
四
耳
壺

（
火
葬
蔵
骨
器
）
内
か
ら
は
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
木
製
の
板
状
墓
誌
（
長
さ

一
〇
・
三
㎝
、
幅
三
・
八
㎝
、
厚
さ
〇
・
七
㎝
）
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
（
図
3

－

5
）。

表
面
に
は
没
年
月
日
、
戒
名
、
裏
面
に
は
施
主
名
が
墨
書
さ
れ
て
い
た
。

　
な
お
、
在
銘
蔵
骨
器
は
、
港
区
天
徳
寺
寺
域
第
三
遺
跡
（
浄
品
院
跡
）
三
二
二
号

墓
の
火
葬
蔵
骨
器（
瀬
戸
美
濃
産
飴
釉
四
耳
壺
）の
底
部
に
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）

の
没
年
月
日
、
続
柄
、
名
前
を
墨
書
し
た
事
例
（
図
3

－

9
）〔
天
徳
寺
寺
域
第
3
遺

跡
調
査
会
一
九
九
二
〕
か
ら
、
そ
の
後
も
少
な
い
な
が
ら
も
存
続
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　
旗
本
な
ど
の
幕
臣
や
藩
士
の
墓
誌
は
、
一
八
世
紀
後
葉
以
降
一
九
世
紀
に
入
る
と

増
加
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
甕
棺
の
蓋
石
も
し
く
は
木
蓋

に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
新
宿
区
自
證
院
第
五
七
号
墓
で
は
、
甕
棺
の
大
型
蓋

石
（
一
二
六
㎝
×
一
二
四
㎝
×
三
八
㎝
、
重
量
五
〇
〇
㎏
）
の
下
面
に
明
和
四
年

（
一
七
六
七
）
に
没
し
た
旗
本
三
枝
監
物
守
興
（
四
〇
〇
俵
）
の
墓
誌
銘
が
刻
ま
れ

て
い
た
（
図
1

－

5
）〔
東
京
都
新
宿
区
教
育
委
員
会
一
九
八
七
〕。
銘
文
は
没
年
月
日
、

姓
名
、
年
齢
と
い
う
簡
素
な
も
の
で
、「
某
墓
」
と
い
う
墓
碑
的
な
表
現
が
認
め
ら

れ
る
。
銘
に
は
朱
を
入
れ
て
い
た
（
資
料
5

－

1
）。
寛
永
寺
護
国
院
Ｃ
区
第
六
三

号
墓
か
ら
は
、
細
長
い
甕
棺
蓋
石
（
長
さ
九
一
・
〇
㎝
、
幅
二
九
・
〇
㎝
、
厚
さ
四
・
二

㎝
）
の
下
面
に
刻
ま
れ
た
旗
本
都
筑
藤
助
景
儔
（
五
〇
〇
俵
）
の
末
娘
〔
文
政
一
一

年
（
一
八
二
三
）
没
〕
の
墓
誌
が
出
土
し
た
（
図
1

－

6
）。
銘
文
は
出
自
、
没
年

月
日
、
年
齢
と
い
う
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
同
様
の
甕
棺
蓋
石
に
刻
ま
れ
た
墓
誌

は
、
同
Ｂ
Ⅱ
区
第
一
一

－

三
号
墓
か
ら
奥
医
師
佐
藤
祐
仙
法
眼
天
信
の
も
の
が
出
土

し
て
い
る
。
銘
文
は
姓
名
の
み
で
、「
某
墓
」
と
い
う
墓
碑
的
な
表
現
が
あ
っ
た
（
図

1

－

7
）〔
都
立
学
校
遺
跡
調
査
会
一
九
九
〇
〕。
佐
藤
家
は
代
々
番
医
な
ど
を
勤
め
た

三
〇
〇
俵
取
り
の
旗
本
で
、
天
信
は
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
没
し
て
い
る
。

　
台
東
区
池
之
端
七
軒
町
遺
跡
（
慶
安
寺
）
で
は
、
町
奉
行
与
力
を
勤
め
て
い
た

都
筑
家
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
た
〔
台
東
区
池
之
端
七
軒
町
遺
跡
調
査
会
一
九
九
七
〕。

六
〇
四
号
遺
構
の
甕
棺
木
蓋
の
下
面
に
は
、
墨
書
の
戒
名
、
没
年
月
日
が
あ
り
、
寛

政
八
年
（
一
七
九
六
）
没
の
慶
壽
院
（
都
筑
十
左
衛
門
成
慶
妻
）
の
墓
誌
で
あ
っ
た

（
資
料
5

－

2
①
）。
五
二
二
遺
構
の
甕
棺
蓋
石
に
は
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
没

の
瓊
玉
院
（
都
筑
六
代
十
左
衛
門
妻
）
の
墓
誌
銘
が
刻
ま
れ
て
い
た
（
図
1

－

8
）。

銘
文
は
続
柄
、
院
号
、
没
年
月
日
の
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
立
会
調
査
の
と
き
に

は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
没
し
た
都
筑
十
左
衛
門
成
基
の
甕
棺
蓋
石
お
よ
び

木
蓋
の
墓
誌
が
確
認
さ
れ
た
。
銘
文
は
戒
名
、
没
年
月
日
、
姓
名
で
あ
る
が
、
蓋
石

と
木
蓋
で
表
現
が
多
少
異
な
っ
て
い
る
（
資
料
5

－

2
②
）。

　
ま
た
、
台
東
区
谷
中
三
崎
町
遺
跡
（
正
運
寺
）
か
ら
は
、
駒
込
の
「
先
隊
」
に

属
し
て
い
た
井
戸
家
の
墓
誌
が
出
土
し
て
い
る
〔
台
東
区
文
化
財
調
査
会
二
〇
〇
〇
〕。

第
二
四
五
号
墓
の
墓
誌
は
、
甕
棺
の
蓋
石
二
枚
の
内
の
一
枚
に
記
さ
れ
た
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
三
三
号
墓
お
よ
び
第
三
二
三
号
墓
の
墓
誌
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【
資
料
5

　幕
臣
・
藩
士
の
墓
誌
銘
】

1
．
新
宿
区
自
證
院
遺
跡

　旗
本
三
枝
監
物
守
興

　
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
没
・
第

五
七
号
墓

　
明
和
四
年
亥
年

三
枝
監
物
守
與
（
興
）
墓

　
五
月
十
一
日

　
　
行
年
五
拾
三

2
．
台
東
区
池
之
端
七
軒
町
遺
跡
（
慶
安
寺
跡
）

　町
奉
行
与
力
都
筑
家

①
慶
壽
院
〔
都
筑
十
左
衛
門
成
慶
妻
〕　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
没
・
六
〇
四
号
遺

　
構

　
慶
壽
院
積
室
妙
善
比
丘
尼

　
寛
政
八
丙
辰
七
月

　

　
廿
三
丁
庚
□
下
剋
終

②
都
筑
十
左
衛
門
成
基

　
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
没

　〔
蓋
石
〕　

　
誠
泰
院

　
　
　
　
　
　
石
蓋
安
政
五
戌
午
歳
十
一
月
十
三
日
卒
俗
称

　
　
　
　
　
　
都
筑
十
左
衛
門
成
基

　〔
木
蓋
〕　

　
□
誠
院
道
積
成
基
居
士
十
一
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
俗
称

　
　
　
　
　
　
四
代
目
都
□

3
．
新
宿
区
理
性
寺

　播
磨
三
草
藩
士
千
葉
弘
蔵
長
女
説

　
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
没

播
磨
国
三
草
侯
家
臣

千
葉
弘
蔵
長
女
説

以
天
保
三
壬
辰
年
十
一
月
廿
七
日
生

弘
化
三
丙
午
年
八
月
十
二
日
十
五
歳
懸
病
死

四
谷
理
性
寺

（
弟
）（
国
）
之
（
進
）
司
之

4
．
港
区
宗
清
寺
遺
跡

　川
越
藩
士
島
野
尚
格
範
實

　
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
没

川
越
藩

　
島
野
尚
格
範
實
之
遺
骸
也
天
保

　
十
五
年
十
四

（
月
脱
カ
）日

死
年
六
十
有
八

　
葬
于
宗
清
寺
垗
域
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は
い
ず
れ
も
甕
棺
蓋
石
二
枚
に
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
第
二
三
三
号
墓
の
墓
誌
は

七
行
五
七
字
と
や
や
詳
し
く
、
役
職
、
続
柄
、
俗
名
、
没
年
月
日
、
年
齢
、
戒
名
、

葬
地
を
記
し
て
お
り
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
没
し
た
随
喜
院
（
井
戸
宇
兵
衛

益
通
妻
）
の
も
の
で
あ
る
（
図
1

－

9
）。
第
三
二
三
号
墓
の
墓
誌
は
役
職
、
続
柄
、

俗
名
を
記
し
た
井
戸
應
助
通
結
妻
の
も
の
で
、
甕
棺
の
年
代
は
一
八
世
紀
末
～
一
九

世
紀
前
半
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
某
墓
」
と
い
う
墓
碑
的
表
現
が
見
ら
れ
る
（
図
2

－

1
）。

　
こ
の
よ
う
に
旗
本
な
ど
の
幕
臣
の
墓
誌
は
、
将
軍
墓
や
大
名
墓
の
も
の
に
比
べ
る

と
簡
素
な
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
藩
士
の
墓
誌
も
こ
れ
と
同

様
に
一
九
世
紀
の
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
簡
素
な
内
容
の
も
の
が
多
か
っ

た
。

　
天
徳
寺
寺
域
第
三
遺
跡
（
浄
品
院
跡
）
で
は
、
館
林
藩
士
岡
尾
家
の
墓
誌
が
発

掘
さ
れ
て
い
る
〔
天
徳
寺
寺
域
第
3
遺
跡
調
査
会
一
九
九
二
〕。
甕
棺
の
三
～
四
枚
の

蓋
石
下
の
木
蓋
に
墓
誌
銘
を
墨
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
四
四
号
墓
の
木
蓋
（
長

径
五
五
・
一
㎝
、
短
径
四
七
・
一
㎝
、
厚
さ
一
・
五
㎝
）
の
下
面
に
は
、
文
政
三
年

（
一
八
二
〇
）
に
没
し
た
館
林
藩
士
岡
尾
衛
士
（
一
五
〇
石
）
の
墓
誌
銘
が
あ
っ
た
。

銘
文
は
一
〇
行
九
八
字
の
比
較
的
詳
し
い
も
の
で
、
姓
名
、
出
自
、
生
年
月
日
、
出

生
地
、
経
歴
、
没
年
月
日
、
没
地
、
葬
地
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
某
之
柩
」
と
い
う

墓
碑
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
（
図
2

－

3
）。
ま
た
、
一
四
五
号
墓
の
木
蓋
（
長
径

四
五
・
一
㎝
、
短
径
四
二
・
六 

㎝
、
厚
さ
一
・
二
㎝
）
の
下
面
の
館
林
藩
士
岡
尾
荘
六

娘
末
〔
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
没
〕
の
墓
誌
銘
は
、
続
柄
、
名
前
、
没
年
月
日
、

葬
地
が
記
さ
れ
た
、
五
行
四
二
字
の
や
や
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
（
図
2

－

4
）。

岡
尾
荘
六
は
「
庄
六
」
と
称
し
た
こ
と
も
あ
り
、
衛
士
の
養
父
か
そ
の
先
代
に
あ
た

る
と
い
う
。

　
甕
棺
の
木
蓋
下
面
の
墓
誌
銘
は
、
新
宿
区
理
性
寺
の
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

に
没
し
た
播
磨
三
草
藩
士
千
葉
弘
蔵
長
女
説
の
墓
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
〔
栩
木

二
〇
〇
九
〕。
こ
れ
は
続
柄
、
生
年
月
日
、
没
年
月
日
、
葬
地
、
施
主
を
記
し
た

五
七
字
の
も
の
で
あ
る
（
資
料
5

－

3
）。
ま
た
、
新
宿
区
崇
源
寺
第
五
八
九
号
墓

か
ら
出
土
し
た
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
没
の
井
上
勝
助
の
墓
誌
銘
も
甕
棺
の
木
蓋

下
面
に
記
さ
れ
て
い
た
が
〔
大
成
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
二
〇
〇
五
〕、
こ
こ
に

は
「
憐
れ
み
て
之
を
撥
く
こ
と
莫
れ
」
と
い
う
大
名
墓
に
見
ら
れ
た
定
型
句
の
一
部

が
あ
り
、
興
味
深
い
（
図
2

－

5
）。

　
藩
士
の
墓
に
は
甕
棺
蓋
石
の
墓
誌
銘
も
多
く
見
ら
れ
る
。
港
区
宗
清
寺
の
川
越
藩

士
島
野
尚
格
範
實
〔
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
没
〕
と
同
夫
人
の
墓
誌
も
甕
棺
蓋

石
で
あ
っ
た
〔
松
本
一
九
八
七
・
一
九
九
〇
ａ
〕。
島
野
尚
格
範
實
（
二
〇
〇
石
）
の

墓
誌
は
、
姓
名
、
没
年
月
日
、
年
齢
、
葬
地
を
記
し
た
比
較
的
簡
素
な
も
の
で
あ
る

（
資
料
5

－

4
）。
ま
た
、
寛
永
寺
護
国
院
Ｃ
区
第
六
一
号
墓
群
か
ら
は
、
甕
棺
蓋
石

に
「
矢
貝
牛
三
郎
高
忠
」
と
い
う
姓
名
の
み
を
刻
ん
だ
墓
誌
が
出
土
し
て
い
る
（
図

1

－

10
）〔
都
立
学
校
遺
跡
調
査
会
一
九
九
〇
〕。
矢
貝
家
（
七
〇
〇
石
の
ち
四
〇
〇
石
）

は
山
形
藩
主
の
ち
に
館
林
藩
主
と
な
る
秋
元
家
の
江
戸
家
老
を
勤
め
た
家
柄
で
あ

り
、
牛
三
郎
高
忠
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
没
し
た
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
。
な
お
、
同
じ
Ｃ
区
第
六
一
号
墓
群
か
ら
出
土
し
た
矢
貝
家
の
墓
誌
は
、
石
板

（
長
さ
四
二
・
二
㎝
、
幅
二
四
・
六
㎝
、
厚
さ
五
・
二
㎝
）
に
墓
誌
銘
を
刻
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
銘
文
は
没
年
月
日
、
続
柄
を
記
し
た
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
（
図
2

－

6
）。

　
こ
れ
よ
り
も
小
型
の
石
板
墓
誌
は
自
證
院
第
六
号
墓
に
も
あ
り
、
長
さ
一
九
・
五

㎝
、
幅
六
・
三
㎝
、
厚
さ
二
・
五
㎝
の
板
石
に
「
天
保
十
二
年
（
一
八
二
九
）　
山
名

義
問
室
蔵
女
柩

　
十
一
月
十
一
日
」
と
記
さ
れ
て
い
た
（
図
2

－

7
）〔
東
京
都
新

宿
区
教
育
委
員
会
一
九
八
七
〕。
こ
の
墓
の
埋
葬
施
設
は
木
棺
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
木
棺
に
墓
誌
が
と
も
な
う
事
例
は
珍
し
い
が
、
同
第
一
五
号
墓
の
木
棺
墓

か
ら
も
長
さ
九
〇
㎝
、
幅
三
〇
㎝
、
厚
さ
八
㎝
と
い
う
細
長
い
甕
棺
蓋
石
と
同
大
の

墓
誌
が
出
土
し
て
い
る
（
図
2

－

2
）。
銘
文
に
は
「
尾

小
笠
原
三
即

（
マ
マ
）右

衛
門
末

男
中
西
甚
五
兵
衛
養
子

　
中
西
甚
太
郎
長
興

　
天
明
四
辰
正
月
廾
六
日
誕
生
文
化
二

丑
十
一
月
十
五
日
死
去
」と
記
し
て
あ
っ
た
。
中
西
家
は
一
，〇
〇
〇
石
取
り
の
代
々

「
御
用
人
」
な
ど
を
勤
め
る
家
で
、
尾
張
家
家
臣
の
な
か
で
も
上
級
に
属
し
て
い
た
。



347

［江戸の墓誌の変遷］……谷川章雄

定
詰
す
な
わ
ち
江
戸
在
住
で
あ
っ
た
と
い
う

）
1
（

。

　
木
製
の
板
状
墓
誌
は
、
先
述
の
火
葬
蔵
骨
器
に
と
も
な
う
も
の
以
外
に
、
崇
源
寺

第
二
一
三
号
墓
の
木
槨
甕
棺
墓
の
木
槨
内
出
土
の
「
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）　
高

木
助
右
衛
門
」
と
記
し
た
も
の
や
第
五
三
六
号
墓
の
一
七
世
紀
末
～
一
八
世
紀
中
葉

の
甕
棺
内
出
土
の
も
の
（
図
3

－

4
）
が
あ
っ
た
〔
大
成
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会

社
二
〇
〇
五
〕。
こ
う
し
た
木
製
墓
誌
は
甕
棺
木
蓋
と
と
も
に
台
地
上
の
遺
跡
で
は

残
り
に
く
い
の
で
、
実
態
は
も
っ
と
普
及
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
こ
の
ほ
か
甕
棺
に
墓
誌
銘
を
墨
書
し
た
も
の
が
新
宿
区
發
昌
寺
（
第
一
次
調
査
）

第
二
六
五
号
墓
に
あ
り
、
こ
れ
は
銘
文
の
没
年
干
支
と
甕
棺
の
年
代
観
か
ら
、
文
政

八
年
（
一
八
二
五
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
図
3

－
10
）〔
新
宿
区
發
昌
寺
跡

遺
跡
調
査
会
一
九
九
一
〕。

　
こ
れ
ま
で
旗
本
な
ど
の
幕
臣
、
藩
士
な
ど
の
墓
誌
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ

こ
で
ま
と
め
て
お
く
。
在
銘
蔵
骨
器
は
一
七
世
紀
代
か
ら
あ
り
、
こ
う
し
た
火
葬
蔵

骨
器
に
と
も
な
う
墓
誌
は
一
八
世
紀
代
に
も
見
ら
れ
る
。
旗
本
な
ど
の
幕
臣
や
藩
士

の
墓
誌
の
ほ
と
ん
ど
は
甕
棺
の
蓋
石
も
し
く
は
木
蓋
に
記
さ
れ
た
も
の
で
、
一
八
世

紀
後
葉
以
降
一
九
世
紀
に
入
る
と
増
加
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
墓
誌

は
、
将
軍
墓
や
大
名
墓
の
も
の
に
比
べ
る
と
簡
素
な
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
の
他
に

石
製
や
木
製
の
板
状
墓
誌
、
甕
棺
に
墓
誌
銘
を
墨
書
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。

❼
江
戸
の
墓
誌
の
変
遷
と
そ
の
背
景

　
以
上
の
よ
う
に
、
将
軍
家
、
大
名
家
や
旗
本
な
ど
の
幕
臣
、
藩
士
や
儒
者
な
ど
の

墓
誌
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
最
後
に
江
戸
の
墓
誌
の
変
遷
に
つ
い
て
総
括
的

に
考
え
て
み
た
い
。

　
江
戸
の
墓
誌
の
な
か
で
古
い
時
期
に
ま
で
遡
る
の
は
在
銘
蔵
骨
器
で
あ
ろ
う
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、八
丁
堀
三
丁
目
遺
跡（
第
一
次
調
査
）の
小
型
の
鉄
釉
蓋
付
壺（
第

六
号
骨
蔵
器
）
に
は
、
没
年
月
日
「
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
十
二
月
六
日
」
と
戒

名
「
常
光
院
蓮
宗
」
の
墨
書
が
あ
っ
た
（
図
3

－

7
）〔
東
京
都
中
央
区
教
育
委
員
会

一
九
八
八
〕。

　
江
戸
時
代
の
在
銘
蔵
骨
器
と
し
て
は
、
栃
木
県
日
光
市
の
日
光
輪
王
寺
釋
迦
堂

境
内
の
家
光
公
殉
死
者
墓
の
事
例
が
あ
る
〔
大
川
一
九
九
九
〕。
こ
れ
は
慶
安
四
年

（
一
六
五
一
）
に
三
代
将
軍
家
光
に
殉
死
し
た
家
臣
五
人
の
分
骨
墓
で
あ
っ
た
。
そ

の
な
か
で
、
下
野
鹿
沼
藩
主
内
田
信
濃
守
正
信
お
よ
び
旗
本
三
枝
土
佐
守
守
恵 

（
六
，〇
〇
〇
石
）の
銅
製
蔵
骨
外
容
器
、
旗
本
奥
山
茂
左
衛
門
尉
安
重
（
二
五
〇
石
）

の
銅
匣
（
蔵
骨
器
）
に
は
墓
誌
銘
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
内
田
信
濃
守
正
信
と
三
枝
土

佐
守
守
恵
の
銅
製
蔵
骨
外
容
器
は
同
形
同
大
の
も
の
で
、
銘
文
は
正
面
に
没
年
月
日

と
戒
名
、
右
側
に
年
齢
、
官
位
、
受
領
名
、
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
奥
山

茂
左
衛
門
尉
安
重
の
銅
匣
（
蔵
骨
器
）
の
表
面
に
は
戒
名
、右
側
面
に
は
没
年
月
日
、

施
主
、
裏
面
に
は
殉
死
の
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
光
輪
王
寺
家
光
公
殉

死
者
墓
の
事
例
を
見
る
と
、
類
例
は
少
な
い
が
、
在
銘
蔵
骨
器
が
一
七
世
紀
代
に
存

在
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
先
述
の
池
上
本
門
寺
永
壽
院
に
あ
る
、
鳥
取
藩
初
代
藩
主
池
田
光
仲
正
室
、
芳

心
院
〔
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
没
〕
の
墓
誌
銘
を
も
つ
青
銅
製
蔵
骨
器
は
〔
坂
誥

二
〇
〇
九
〕、
一
七
世
紀
代
の
在
銘
蔵
骨
器
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
（
図
3

－

8
）。
大
脇
潔
は
中
世
の
墓
誌
の
多
く
が
僧
侶
の
在
銘

蔵
骨
器
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
〔
大
脇
一
九
八
六
〕、
江
戸
時
代
の
墓
誌
銘
を

刻
ん
だ
蔵
骨
器
が
中
世
の
系
譜
を
引
く
も
の
か
ど
う
か
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

　
な
お
、
江
戸
の
火
葬
と
土
葬
の
比
率
に
関
し
て
は
、
一
七
世
紀
に
は
火
葬
の
割
合

が
比
較
的
高
い
墓
地
と
低
い
墓
地
が
あ
っ
た
が
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
火
葬
の
占

め
る
割
合
が
全
体
に
低
く
な
り
、
土
葬
が
主
体
と
な
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
〔
谷
川

二
〇
〇
一
〕。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
江
戸
の
在
銘
蔵
骨
器
は
一
八
世
紀
に
入
っ

て
も
存
続
し
て
い
た
が
、
事
例
が
少
な
い
の
は
土
葬
墓
が
主
体
に
な
っ
た
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
。
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発
掘
さ
れ
た
将
軍
墓
で
は
、
二
代
将
軍
秀
忠
〔
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
没
〕
の

墓
に
は
墓
誌
は
な
く
、
六
代
家
宣
墓
誌
〔
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
没
〕
が
最
も
古

い
。
し
か
し
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
没
し
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
伝

通
院
か
ら
改
葬
さ
れ
た
綱
重
の
墓
に
は
墓
誌
が
あ
っ
た
。
綱
重
の
墓
誌
が
作
成
さ
れ

た
時
期
を
没
年
と
す
る
か
改
葬
時
と
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
墓
誌
の
存
在

や
新
井
白
石
の
『
折
た
く
柴
の
記
』
の
記
述
か
ら
、
将
軍
墓
の
墓
誌
は
少
な
く
と
も

四
代
家
綱
〔
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
没
〕
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
将
軍
家
墓
所
で
は
、
将
軍
、
正
室
と
一
部
の
男
子
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、

基
本
的
に
は
石
室
の
蓋
石
に
墓
誌
銘
を
刻
ん
だ
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
一
八
世

紀
前
葉
か
ら
中
葉
の
将
軍
家
の
墓
誌
は
、
石
室
の
二
枚
の
蓋
石
下
面
に
刻
ま
れ
た
形

態
の
も
の
が
多
く
、
墓
誌
銘
の
内
容
や
「
某
之
墓
」
と
す
る
墓
碑
的
表
現
に
共
通
性

が
認
め
ら
れ
、
銘
文
の
行
数
・
字
数
は
後
代
に
比
較
す
る
と
少
な
い
。
こ
の
時
期
に

将
軍
家
墓
誌
は
定
式
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
世
紀
前
葉
に
は
、
発
掘
事
例
を
見
る
限
り
、
前
代
の
石
室
の
二
枚
の
蓋
石
下

面
に
刻
む
形
態
を
継
承
し
つ
つ
、
後
代
に
つ
な
が
る
墓
誌
銘
の
内
容
や
「
某
之
塋
」

と
す
る
墓
碑
的
な
表
現
が
見
ら
れ
、
過
渡
的
な
様
相
で
あ
っ
た
。

　
一
九
世
紀
中
葉
に
入
る
と
、
墓
誌
の
形
態
は
細
長
い
石
室
蓋
石
七
枚
の
う
ち
の
五

枚
の
下
面
に
刻
む
も
の
に
な
る
。「
某
之
塋
」
と
い
う
墓
碑
的
な
表
現
が
あ
り
、
銘

文
の
行
数
・
字
数
が
多
く
、
内
容
も
詳
細
に
わ
た
る
。

　
大
名
家
の
墓
誌
は
、
長
岡
藩
主
牧
野
家
墓
所
で
は
一
八
世
紀
中
葉
に
出
現
し
、
今

の
と
こ
ろ
、
そ
の
他
の
大
名
家
墓
誌
の
事
例
も
一
八
世
紀
前
葉
以
降
の
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。

　
墓
誌
の
形
態
は
、
長
岡
藩
主
牧
野
家
は
石
室
内
蓋
・
蓋
石
の
墓
誌
と
銅
板
墓
誌
、

美
濃
郡
上
藩
主
青
山
家
は
石
室
蓋
石
の
墓
誌
、
大
和
芝
村
藩
織
田
家
で
は
誌
石
の
上

に
蓋
石
を
被
せ
た
墓
誌
な
ど
の
よ
う
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
あ
り
、
形
態
や
墓
誌
銘
の

表
現
、
内
容
も
基
本
的
に
は
各
家
の
伝
統
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
総
じ
て
言
え
ば
、
石
室
蓋
石
の
墓
誌
は
一
八
世
紀
後
葉
に
な

る
と
細
長
く
な
っ
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
墓
誌

銘
の
内
容
が
詳
し
い
も
の
が
増
加
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　
林
氏
墓
地
な
ど
の
儒
者
の
墓
誌
は
詳
細
な
も
の
が
多
く
、
誌
石
の
上
に
蓋
石
を
被

せ
た
形
態
の
も
の
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
林
氏
墓
地
で
は
、
墓
誌
の
形
態
、
銘

文
の
内
容
や
表
現
は
一
八
世
紀
後
葉
に
定
式
化
し
、
一
九
世
紀
に
入
る
頃
に
変
化
す

る
よ
う
で
あ
っ
た
。
林
氏
墓
地
の
墓
誌
は
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
没
の
林
宗

家
三
世
鳳
岡
（
信
篤
）
の
も
の
が
最
も
古
い
が
、
儒
者
の
墓
誌
は
さ
ら
に
遡
る
と
思

わ
れ
る
。

　
旗
本
な
ど
の
幕
臣
や
藩
士
の
墓
誌
の
多
く
は
甕
棺
の
蓋
石
・
木
蓋
に
記
さ
れ
て
お

り
、
一
八
世
紀
後
葉
以
降
一
九
世
紀
に
な
る
と
増
加
す
る
。
そ
の
他
に
石
製
や
木
製

の
板
状
墓
誌
、
甕
棺
に
墓
誌
銘
を
墨
書
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
幕
臣
や
藩

士
の
墓
誌
は
、
将
軍
墓
や
大
名
墓
の
も
の
に
比
べ
て
簡
素
な
も
の
が
多
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
江
戸
の
墓
誌
の
変
遷
を
お
お
ま
か
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
一
七
世

紀
代
の
火
葬
墓
で
あ
る
在
銘
蔵
骨
器
を
中
心
に
し
た
様
相
か
ら
、
遅
く
と
も
一
八
世

紀
前
葉
以
降
の
土
葬
墓
に
と
も
な
う
墓
誌
を
主
体
と
す
る
様
相
に
変
化
し
て
い
っ
た

よ
う
に
見
え
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
〔
谷
川
二
〇
〇
四
な
ど
〕、
江
戸
の
墓
制

の
変
遷
上
の
画
期
は
一
七
世
紀
後
葉
と
一
八
世
紀
前
葉
に
認
め
ら
れ
、
こ
う
し
た
二

つ
の
画
期
を
通
じ
て
埋
葬
施
設
の
構
造
と
被
葬
者
の
身
分
・
階
層
お
よ
び
寺
院
の
格

式
・
規
模
の
関
係
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
江
戸
の
墓
誌
の
変
遷

は
江
戸
の
墓
制
の
変
遷
上
の
画
期
と
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
江
戸
の
墓
誌
の
変
遷
に
は
、
仏
教
か
ら
儒
教
へ
と
い
う
宗
教
的
、
思

想
的
な
背
景
の
変
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
七
世
紀
代
の

在
銘
蔵
骨
器
は
火
葬
と
い
う
葬
法
に
加
え
て
、
墓
誌
銘
に
戒
名
が
記
さ
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
も
、
仏
教
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
遅
く
と

も
一
八
世
紀
前
葉
以
降
の
土
葬
墓
に
と
も
な
う
墓
誌
に
は
、
石
田
肇
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
儒
教
と
関
わ
る
中
国
的
な
墓
誌
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
石
田

二
〇
〇
七
〕。
そ
れ
は
、
儒
者
で
あ
っ
た
林
家
や
新
井
白
石
が
将
軍
家
の
墓
誌
銘
の
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撰
文
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
旗
本
な
ど
の
幕
臣
や
藩
士
な
ど
の
土
葬
墓
に
と
も
な
う
墓
誌
は
、
一
八
世
紀
後
葉

以
降
一
九
世
紀
に
な
る
と
事
例
が
増
え
る
。
こ
れ
は
将
軍
家
や
大
名
家
の
墓
誌
が
身

分
・
階
層
間
を
下
降
し
て
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
崇
源
寺

第
五
八
九
号
墓
の
井
上
勝
助
〔
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
没
〕
の
墓
誌
銘
（
甕
棺
木

蓋
下
面
）
に
、「
憐
れ
み
て
之
を
撥
く
こ
と
莫
れ
」
と
い
う
大
名
墓
に
見
ら
れ
た
定

型
句
の
一
部
が
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
（
図
2

－

5
）〔
大
成
エ
ン

ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
二
〇
〇
五
〕。

　
し
か
し
な
が
ら
、
幕
臣
や
藩
士
な
ど
の
墓
に
あ
る
没
年
月
日
と
姓
名
な
ど
を
記
し

た
簡
素
な
墓
誌
は
、
中
国
的
な
墓
誌
の
範
疇
か
ら
は
外
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
江
戸
時
代
の
墓
誌
の
も
つ
別
の
側
面
、
す
な
わ
ち
冒
頭
で
述
べ
た
被
葬
者
個
人
に

関
わ
る
「
人
格
」
を
示
す
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
し
た
江
戸
の
墓
誌
の
普
及
の
背
景
に
は
、
個
人
意
識
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
江
戸
の
墓
誌
に
表
徴
さ
れ
た
個
人
意
識
は
、
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
に
、
身
分
・
階
層
を
限
定
し
て
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
墓
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
墓
誌
と
墓
碑
の
関
係
、
墓
標
、
副
葬
品
な
ど
と
個
人

意
識
と
の
つ
な
が
り
を
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
徴
と
意
識

の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
を
束
ね
て
思
考
し
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の

課
題
で
あ
る
。

註（
1
）　
中
西
甚
太
郎
長
興
お
よ
び
中
西
家
に
つ
い
て
は
、
渋
谷
葉
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
っ
た
。
厚
く

感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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Changes in the Epitaphs of Edo

TANIGAWA Akio

Epitaphs in 17th century Edo were mostly limited to named bone urns used in urn cemeteries, but by the 

early 18th century at the latest, epitaphs accompanying burial tombs had become the mainstream. This change 

corresponds to a period of transition in burial customs in Edo from the late 17th century to the early 18th century. 

The transition in epitaphs also reflects a change in religious and ideological influences from Buddhism to 

Confucianism.

The epitaphs of the graves of shoguns may go back at least to the 4th Tokugawa shogun, Ietsuna, who died 

in 1680. The epitaphs of shoguns, their wives and some sons have been excavated in shogun graveyards, and 

basically take the form of inscriptions carved on the stone lids of the chambers. It is thought that shogun epitaphs 

became formalized from the early to mid-18th century. Among feudal lords, epitaphs first appeared in the mid-

18th century in the graveyard of the Nagaoka Domain Makino clan, and other examples too date from the early 

18th century. As with shogun graves, the epitaphs on the stone chamber lids changed in style in the late 18th 

century, becoming longer and thinner, with more detailed epitaphs increasing in number from the start of the 

19th century.

The epitaphs of Confucian scholars such as the Hayashi clan are frequently detailed, with many taking the 

form of an epitaph stone lying under the stone lid. The shape, style and content of epitaphs in the Hayashi clan 

graveyard became formalized in the late 18th century, and appear to change from the start of the 19th century. 

The oldest epitaphs in the Hayashi clan graveyard is that of the third generation Hoko （Nobuhatsu） who died in 

1732, but it is thought that epitaphs of Confucian scholars go back even earlier in time.

The epitaphs of the graves of retainers of shoguns and feudal lords increase in number from the late 18th 

century and early 19th century, and this is thought to signify increasing popularity of epitaphs among those of 

lower rank or class. The simple epitaphs that display only name and date of death on the graves of retainers of 

shoguns and feudal lords and such like were probably regarded as reflecting the personality of the individual 

buried. This spread of epitaphs in Edo is thought to have been fueled by a growing sense of individuality. However 

this sense of individuality as reflected in grave epitaphs appears to have been shared only by warrior, scholar and 

certain other classes.

Keywords: Edo, epitaph, bone urn, Confucianism, Buddhism


